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は
じ
め
に

　
歴
史
物
語
諸
作
品
に
お
い
て
、
先
（
前
）
の
東
宮
が
「
先
坊
」「
前
坊
」
と
呼
ば
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
東
宮
が
東
宮
で
な
く
な
る
の
は
帝
位
に
即
い
た
時
点
で
あ
る
の
が
通
常

な
の
で
、
先
（
前
）
の
東
宮
と
は
後
の
天
皇
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
東
宮
経
験
者
は
天
皇

経
験
者
で
も
あ
り
、
後
世
か
ら
回
顧
す
る
歴
史
叙
述
の
中
で
は
天
皇
名
や
院
号
で
呼
称

さ
れ
る
た
め
、
先
の
東
宮
と
捉
え
ら
れ
る
人
物
は
原
則
的
に
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
先
坊
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
即
位
し
な
か
っ
た
東
宮
に
限
ら
れ
る
。
死
去
、

廃
位
、
辞
退
な
ど
の
異
常
事
態
や
悲
劇
的
事
件
に
よ
っ
て
、
先
坊
称
呼
で
回
想
さ
れ
る

人
物
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
類
語
の
「
先
帝
」
が
在
位
中
ま
た
は
譲
位
直
後
に
死
去

し
て
院
号
で
呼
ば
れ
な
か
っ
た
天
皇
の
呼
称
と
し
て
多
用
さ
れ
る

）
1
（

の
と
異
な
り
、「
先
坊
」

の
使
用
例
が
極
端
に
少
な
い
の
も
そ
の
異
常
性
と
例
外
性
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。

　
歴
史
物
語
に
お
け
る
不
即
位
東
宮
、
特
に
「
先
坊
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
歴
史
物
語
と

「
先
坊
」
―
『
大
鏡
』『
今
鏡
』『
増
鏡
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
島
大
国
文
』
第
二
十
五
号
、

平
成
九
年
二
月
。
以
下
「
前
稿
」
と
略
称
す
る
）
で
か
つ
て
以
下
の
よ
う
な
私
見
を
提

示
し
た
。

　『
大
鏡
』『
今
鏡
』『
増
鏡
』
に
は
、「
夭
折
し
た
東
宮
」
を
意
味
す
る
「
先
坊
」
が
一
人

ず
つ
登
場
す
る
。
ま
ず
、『
大
鏡
』
の
先
坊
保
明
親
王
が
、
皇
位
継
承
史
の
分
岐
点
に
位

置
付
け
ら
れ
、
同
時
に
、『
後
撰
和
歌
集
』『
大
和
物
語
』
の
保
明
親
王
や
『
源
氏
物
語
』

の
前
坊
と
連
携
し
て
物
語
世
界
の
「
先
坊
」
形
象
を
確
定
す
る
。『
今
鏡
』
に
は
立
坊
し

て
い
な
い
敦
文
親
王
が
先
坊
の
役
割
を
果
た
す
が
、
そ
の
系
譜
上
の
人
間
関
係
に
お
い
て

歴
史
物
語
に
お
け
る
不
即
位
東
宮

　
　
　
　
―
―
「
先
坊
（
前
坊
）」
再
考
―
―

福
　
田
　
景
　
道

要
旨
　
東
宮
保
明
親
王
早
世
の
悲
劇
は
、
皇
統
の
行
く
末
を
揺
る
が
し
、『
後
撰
集
』
や
『
大
和
物
語
』
の
素
材
と
な
っ
て
流
布
し
、
夭
折
し
た
東
宮
を
意
味
す
る
「
先
坊
（
前

坊
）」
は
保
明
の
別
称
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
そ
の
流
れ
を
承
け
て
『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
の
物
語
や
『
大
鏡
』
の
先
坊
と
大
后
の
物
語
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ

る
。『
源
氏
』『
大
鏡
』
両
作
の
影
響
は
後
世
に
広
く
及
び
、
先
坊
像
を
発
展
さ
せ
、『
今
鏡
』
の
先
坊
を
生
み
出
し
、
中
世
新
時
代
に
至
る
ま
で
途
絶
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

十
三
世
紀
初
頭
に
は
先
坊
は
明
確
な
形
象
を
獲
得
し
、『
浅
茅
が
露
』『
い
は
で
し
の
ぶ
』
な
ど
の
中
世
王
朝
物
語
の
世
界
で
安
定
し
た
存
在
感
を
も
っ
て
多
出
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
時
に
、
歴
史
物
語
の
系
統
で
は
皇
位
継
承
史
の
要
諦
と
し
て
枢
要
な
役
割
を
果
た
し
続
け
る
。『
大
鏡
』
で
は
先
坊
の
母
后
と
し
て
「
大
后
」
穏
子

が
皇
位
継
承
を
主
導
し
、『
今
鏡
』
で
は
立
坊
し
て
い
な
い
敦
文
親
王
が
先
坊
と
し
て
機
能
し
、『
六
代
勝
事
記
』
で
も
仲
恭
帝
が
先
坊
の
扱
い
を
受
け
て
皇
統
変
更
を
象
徴

す
る
。
こ
れ
ら
の
伝
流
を
継
受
し
て
、『
増
鏡
』の
先
坊
邦
良
親
王
が
造
型
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
和
歌
文
学
、
歌
物
語
、
作
り
物
語
、
歴
史
物
語
で
醸
成
さ
れ
た
先
坊
が
『
増
鏡
』

の
邦
良
親
王
像
に
結
実
し
た
と
も
言
え
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
　
先
坊
、
前
坊
、
歴
史
物
語
、
大
鏡
、
今
鏡
、
増
鏡
、
六
代
勝
事
記
、
物
語
、
中
世
王
朝
物
語
】

（
一
）

歴史物語における不即位東宮―「先坊（前坊）」再考―126
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（
二
）

『
大
鏡
』
の
保
明
を
踏
襲
す
る
。『
増
鏡
』
の
先
坊
邦
良
親
王
は
、
明
確
に
『
大
鏡
』
の

保
明
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
鏡
物
系
歴
史
物
語
三
作
品
に
お
い
て
保
明
親

王
に
基
づ
く
先
坊
三
人
が
存
在
感
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
先
坊
保
明
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、『
後
撰
集
』
や
『
大
和
物
語
』
に
源
流

を
も
ち
つ
つ
『
大
鏡
』
に
お
い
て
完
成
し
、
後
続
の
『
今
鏡
』『
増
鏡
』
に
継
受
さ
れ
て

い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
虚
構
の
『
源
氏
物
語
』
世
界
と

も
接
触
し
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』『
浅
茅
が
露
』
な
ど
の
作
り
物
語
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
た
。
こ
れ
ら
の
諸
作
品
に
「
先
坊
」
が
必
ず
一
人
し
か
登
場
し
な
い
の
は
、
保
明
の
影

像
の
根
強
さ
に
起
因
す
る
に
違
い
な
い
。
夭
折
し
た
東
宮
で
あ
る
『
大
鏡
』
の
慶
頼
王
、

『
今
鏡
』
の
実
仁
親
王
、『
増
鏡
』
の
康
仁
親
王
が
先
坊
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
、

保
明
と
の
共
通
性
の
欠
如
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
複
数
の
該
当
者
が
存
在
し
得
る

「
先
帝
」
と
は
対
照
的
に
、「
先
坊
」
は
保
明
親
王
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
歴
史
物
語

史
を
貫
流
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
「
前
稿
」
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
作
り
物
語
や
和
歌
文
学
と
の
接

点
に
も
留
意
し
て
歴
史
物
語
の
基
幹
構
想
と
先
坊
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
し

た
が
っ
て
、
作
品
本
文
の
引
用
箇
所
と
そ
れ
に
伴
う
論
究
部
分
な
ど
で
「
前
稿
」
と
重
複

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
な
お
、「
セ
ン
バ
ウ
」
は
「
先
坊
」
と
も
「
前
坊
」
と
も
表
記
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は

引
用
文
を
除
き
、「
先
坊
」
に
統
一
す
る

）
2
（

。

　
　
　
　
Ⅰ
　『
大
鏡
』
の
先
坊
保
明
親
王

　
ま
ず
『
大
鏡
』
に
お
け
る
「
先
坊
」
の
実
態
を
確
認
す
る
。

　
① 

御
母
后
（
穏
子
）、
延
喜
三
年
癸
亥
、
前
坊
（
保
明
親
王
）
を
う
み
た
て
ま
つ
ら
せ

た
ま
ふ
。
御
年
十
九

）
3
（

。（「
村
上
帝
紀
」
三
九
頁
）

　
② 

后
に
た
ち
た
ま
ふ
日
は
、
先
坊
（
保
明
親
王
）
の
御
こ
と
を
、
宮
の
う
ち
に
ゆ
ゆ
し

が
り
て
申
し
出
づ
る
人
も
な
か
り
け
る
に
、
か
の
御
乳
母
子
に
大
輔
の
君
と
言
ひ
け

る
女
房
の
、
か
く
よ
み
て
出
だ
し
け
る
、

　
　
　
　
わ
び
ぬ
れ
ば
今
は
と
も
の
を
思
へ
ど
も
心
に
似
ぬ
は
涙
な
り
け
り

　
　 

　
ま
た
、
御
法
事
は
て
て
、
人
々
ま
か
り
出
づ
る
日
も
、
か
く
こ
そ
は
よ
ま
れ
た
り

け
れ
。

　
　
　
　 

今
は
と
て
み
山

を
出
づ
る
郭
公
い

づ
れ
の
里
に
鳴
か

む
と
す
ら
む

　
五
月
の
こ
と
に
は
べ
り
け
り
。
げ
に
い
か
に
と
お
ぼ
ゆ
る
ふ
し
ぶ
し
、
末
の
世
ま

で
伝
ふ
る
ば
か
り
の
こ
と
言
ひ
お
く
人
、
優
に
は
べ
り
か
し
。
前
の
東
宮
（
保
明
）

に
お
く
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
か
ぎ
り
な
く
嘆
か
せ
た
ま
ふ
同
年
、
朱
雀
院
生
ま
れ
た

ま
ひ
、
我
、
后
に
た
た
せ
た
ま
ひ
け
む
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
、
御
嘆
き
御
よ
ろ
こ
び
、

か
き
ま
ぜ
た
る
心
地
つ
か
う
ま
つ
れ
。
世
の
大
后
と
こ
れ
を
申
す
。（「
村
上
帝
紀
」

四
〇
頁
）

　
③ 

先
坊
（
保
明
親
王
）
に
御
息
所
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
こ
と
、
本
院
の
お
と
ど
（
時
平
）
の

御
女
（
仁
善
子
）
具
し
て
三
四
人
な
り
。
本
院
の
は
、
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。
中
将
の

御
息
所
（
忠
平
女
貴
子
）
と
聞
こ
え
し
、
後
は
重
明
の
式
部
卿
の
北
の
方
に
て
、
斎

宮
女
御
の
御
母
に
て
、
そ
も
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。
い
と
や
さ
し
く
お
は
せ
し
。
先
坊

を
恋
ひ
か
な
し
び
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
、
大
輔
な
む
、
夢
に
見
た
て
ま
つ
り
た
る
と

聞
き
て
、
よ
み
て
お
く
り
た
ま
へ
る
、

　
　
時
の
間
も
慰
め
つ
ら
む
君
は
さ
は
夢
に
だ
に
見
ぬ
我
ぞ
か
な
し
き

　
御
返
り
ご
と
、
大
輔
、

　
　
恋
し
さ
の
慰
む
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
き
夢
の
う
ち
に
も
夢
と
見
し
か
ば

　
い
ま
一
人
の
御
息
所
は
、
玄
上
の
宰
相
の
女
に
や
。（「
時
平
伝
」
八
四
・
八
五
頁
）

　
④ 

女
君
一
所
（
貴
子
）は
、  

先
坊
（
保
明
親
王
）の
御
息
所
に
て
お
は
し
ま
し
き
。（「
忠

平
伝
」
九
四
頁
）

　
以
上
の
よ
う
に
『
大
鏡
』
に
は
四
箇
所
に
「
先
坊
（
前
坊
）」
五
例
と
同
義
の
「
前
の

東
宮
」
一
例
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
す
べ
て
が
保
明
親
王
個
人
の
別
称
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。『
大
鏡
』
の
主
要
な
叙
述
期
間
の
範
囲
内
の
不
即
位
の
東

宮
に
は
敦
明
親
王

）
4
（

と
慶
頼
王
も
該
当
す
る
が
先
坊
と
称
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
特
に
、
保

明
の
遺
児
慶
頼
は
、
夭
折
し
た
東
宮
と
し
て
、
父
と
同
様
に
先
坊
の
称
に
相
応
し
く
、
保

明
の
悲
運
と
も
連
鎖
し
て
先
坊
と
認
識
さ
れ
た
事
例
も
確
認
で
き
る

）
5
（

。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
慶
頼
が
先
坊
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、『
大
鏡
』
に
お
い
て
先
坊
が
保
明

福　田　景　道

系図１
『大鏡』の先坊

忠
平

藤
原
基
経

穏
子

保
明
親
王

慶
頼
王

朱
雀
帝

醍
醐
帝

村
上
帝
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（
三
）

に
独
占
さ
れ
る
こ
と
の
特
異
性
が
露
呈
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、「
前
稿
」
で
は
、『
大
鏡
』
の
先
坊
が
保
明
親
王
固
有
の
名
称
と
し
て
確
立
す
る

様
を
①
〜
④
に
よ
っ
て
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
と
『
大
鏡
』
全
体
の
構

想
と
の
関
係
に
論
及
す
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
『
大
和
物
語
』の
先
坊
に
注
目
し
て
お
く
。

第
五
段
に
『
大
鏡
』
②
の
同
話
が
載
る
。

　
前
坊
の
君
（
保
明
親
王
）
う
せ
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
大
輔
か
ぎ
り
な
く
悲
し
く
の

み
お
ぼ
ゆ
る
に
、
后
の
宮
（
穏
子
）、
后
に
立
ち
た
ま
ふ
日
に
な
り
に
け
れ
ば
、
ゆ

ゆ
し
と
て
隠
し
け
り
。
さ
り
け
れ
ば
よ
み
て
い
だ
し
け
る
。

　
　
　
　
わ
び
ぬ
れ
ば
い
ま
は
と
も
の
を
思
ヘ
ど
も
心
に
に
ぬ
は
涙
な
り
け
り

）
6
（

　『
大
和
物
語
』
の
文
脈
は
「
心
に
似
ぬ
は
涙
な
り
け
り
」
の
歌
意
に
収
束
し
、
保
明
先

坊
の
死
を
哀
悼
す
る
と
こ
ろ
に
主
題
が
あ
る
の
は
疑
え
な
い
。
穏
子
の
立
后
も
そ
の
悲
し

み
を
増
幅
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
晴
れ
の
場
ゆ
え
に
悲
し
み
を
遮
蔽

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
穏
子
の
心
意
と
、
そ
れ
を
補
償
す
る
か
の
よ
う
に
悲
し
み
を
一
身

に
引
き
受
け
る
大
輔
の
深
情
と
が
最
後
の
一
首
に
昇
華
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、『
大

鏡
』
で
は
、
同
様
の
情
感
が
内
包
さ
れ
た
上
で
、
悲
嘆
だ
け
で
な
く
喜
び
も
併
存
し
た
実

状
に
筆
が
及
ん
で
終
演
さ
れ
る
。
先
坊
の
悲
劇
は
朱
雀
朝
の
新
生
と
表
裏
一
体
の
も
の
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
両
作
品
の
重
心
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ひ
た
す
ら
に

哀
傷
が
強
調
さ
れ
る
だ
け
で
、皇
位
継
承
動
向
の
片
鱗
さ
え
認
め
ら
れ
な
い
『
大
和
物
語
』

の
歌
語
り
と
対
比
す
る
と
、『
大
鏡
』
の
先
坊
物
語
の
方
向
性
が
顕
著
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
『
大
鏡
』
に
つ
い
て
は
、
こ
の
一
連
の
悲
話
に
「
世
の
大
后
と
こ
れ
を
申
す
」

の
一
句
が
付
さ
れ
て
い
る
点
も
軽
視
で
き
な
い
。
穏
子
は
、
天
皇
家
と
摂
関
家
の
紐
帯
と

な
っ
て
『
大
鏡
』
の
宮
廷
世
界
を
領
導
す
る
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
で
保
明
先
坊
か
ら
朱
雀

院
へ
の
皇
嗣
変
更
に
関
わ
っ
た
穏
子
は
、
後
に
朱
雀
院
に
譲
位
を
促
し
て
村
上
帝
へ
の
皇

位
移
動
を
主
導
す
る

）
7
（

。
村
上
皇
統
を
正
統
に
定
め
た
行
為
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な

「
大
后
」
の
属
性
は
、「
中
后
」
安
子
、
東
三
条
院
詮
子
、
上
東
門
院
彰
子
へ
と
引
き
継

が
れ
て
『
大
鏡
』の
基
調
を
形
成
す
る
。
そ
の
始
点
に
立
つ
の
が
先
坊
物
語
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
時
代
は
『
大
鏡
』
の
中
心
で
あ
る
道
長
栄
華
の
始
原
か
つ
先
行
型
の
意
味

を
も
つ
忠
平
時
代
の
淵
源
に
も
相
当
す
る

）
8
（

。
先
坊
と
大
后
の
物
語
は
『
大
鏡
』
の
大
臣
列

伝
の
中
心
軸
、
皇
位
継
承
史
の
岐
路
と
し
て
重
要
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　『
後
撰
和
歌
集
』
の
詞
書
で
も
保
明
親
王
が
「
先
坊
（
前
坊
）」
と
呼
ば
れ
る
が
、
い
ず

れ
も
夭
折
を
悼
む
も
の
で
あ
る

）
9
（

。『
大
鏡
』
の
先
坊
は
、
保
明
親
王
に
直
結
す
る
意
味
で

当
時
の
実
態
と
異
な
ら
な
い
が
、
悲
劇
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
皇
位
継
承
史
の
展
開
に
寄

与
す
る
こ
と
で
特
異
で
あ
り
、
後
述
す
る
歴
史
物
語
の
先
坊
の
源
流
と
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
な
お
、『
源
氏
物
語
』
の
先
坊
は
、
政
治
的
に
機
能
す
る
点
で
『
大
鏡
』
の
先
蹤
と

な
る
と
思
わ
れ
る
が

）
10
（

、
本
稿
で
は
歴
史
物
語
の
本
質
と
し
て
の
皇
位
継
承
（「
世
継
」）
に

限
定
的
に
注
目
す
る
。

　
　
　
　
Ⅱ
　『
今
鏡
』
の
「
先
坊
」
と
不
即
位
東
宮

　『
今
鏡
』
に
は
、「
先
坊
」
が
二
例
あ
る
。

　
⑤ 

こ
の
帝
（
堀
河
帝
）
の
御
母
（
賢
子
）、（
中
略
）
承
保
元
年
六
月
二
十
日
、
后
に
た

ち
給
ふ
。
御
齢
十
八
に
お
は
し
ま
し
き
。
十
二
月
二
十
六
日
、
前
坊
（
敦
文
親
王
）

生
み
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ

）
11
（

。（
す
べ
ら
ぎ
の
中 

第
二
「
所
々
の
御
寺
」、（上）
三
二
三
頁
）

　
⑥ 

六
条
の
右
の
大
臣
（
源
顕
房
）
の
君
達
は
、
ま
づ
堀
河
の
帝
の
御
母
中
宮
（
賢
子
）、

そ
の
御
腹
に
、
前
坊
（
敦
文
親
王
）
と
堀
河
の
帝
と
男
宮
生
み
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ

り
。（
村
上
の
源
氏 

第
七
「
根
合
」、
（下）
八
二
頁
）

　『
今
鏡
』
の
敦
文
親
王
は
、
先
坊
以
外
の
呼
称
を
も
た
な
い

）
12
（

。
白
河
帝
中
宮
賢
子
の
儲

け
た
皇
子
の
一
人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
け
で
、
先
坊
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
事
情
は

一
切
語
ら
れ
な
い
。
白
河
朝
頃
に
即
位
す
る
前
に
夭
折
し
た
東
宮
が
存
在
し
た
こ
と
を
窺

知
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い
の
が
『
今
鏡
』
の
叙
述
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
敦
文
親
王
は
東
宮
で
は
な
か
っ
た
。
白
河
帝
待
望
の
男
御
子
と
し
て
皇
位

継
承
が
約
束
さ
れ
て
い
た
感
は
あ
る
が
立
坊
し
な
い
ま
ま
に
四
歳
で
早
世
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。『
今
鏡
』
の
「
前
坊
」
記
述
は
事
実
に
反
す
る
。

　
海
野
泰
男
は
注
釈
の
中
で
「
な
お
前
坊
と
あ
る
の
は
、
敦
文
親
王
の
立
太
子
の
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
、『
今
鏡
』の
誤
り
で
あ
る
。

白
河
天
皇
の
時
の
皇
太
子
は
、
皇
弟
実
仁

親
王
で
、
こ
の
親
王
も
応
徳
二
年
十
一
月

八
日
、
十
五
歳
で
薨
じ
て
い
る
（『
扶
桑

略
記
』）
の
で
、
そ
れ
と
の
混
同
が
あ
っ

た
か
」と
こ
の
部
分
を
解
釈
す
る

）
13
（

。「
前
坊
」

系図２
『今鏡』の先坊

歴史物語における不即位東宮―「先坊（前坊）」再考―

雅
実

源
顕
房

賢
子

敦
文
親
王

藤
原
師
実

堀
河
帝

白
河
院

実
仁
親
王
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（
四
）

表
記
へ
の
初
め
て
の
論
及
と
し
て
注
目
さ
れ
る

）
14
（

。

　
し
か
し
、『
今
鏡
』
は
混
同
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
敦
文
親
王
が
立
坊
し
な
か
っ
た
の
は
、
す
で
に
実
仁
親
王
（
白
河
帝
の
異
母
弟
）
が
東

宮
位
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
に
白
河
帝
即
位
に
あ
た
っ
て
二

歳
の
実
仁
親
王
が
皇
太
弟
と
な
り
、
応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
疱
瘡
に
よ
っ
て
十
五
歳
で

夭
折
し
て
い
る
。
甥
に
当
た
る
敦
文
が
誕
生
し
た
の
は
実
仁
東
宮
三
歳
の
冬
で
、
承
保
四

年
（
一
〇
七
七
）
に
四
歳
で
敦
文
が
早
世
し
た
時
、
依
然
と
し
て
実
仁
は
皇
太
弟
の
ま
ま

で
あ
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
実
仁
の
東
宮
在
位
は
敦
文
の
全
生
涯
を
覆
い
、
十
四
年
間
の
長
期
に
及
ぶ

も
の
で
あ
り
、
看
過
さ
れ
る
ほ
ど
軽
微
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
実
仁
が
夭
折
し
た
時

点
で
東
宮
で
あ
っ
た
の
は
明
確
で
、
疑
い
よ
う
の
な
い
先
坊
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、『
今

鏡
』
で
は
実
仁
が
先
坊
と
見
な
さ
れ
ず
、
先
坊
で
は
な
い
敦
文
が
先
坊
と
称
さ
れ
る
。
皇

位
継
承
が
重
視
さ
れ
る
歴
史
物
語
の
記
載
と
し
て
は
異
例
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
先
行
の
『
栄
花
物
語
』
続
編
に
は
、

東
宮
（
実
仁
）・
三
の
宮
（
輔
仁
）
も
、
御
年
の
ほ
ど
よ
り
は
も
の
を
う
つ
く
し
う

の
た
ま
は
せ
、あ
さ
ま
し
く
お
と
な
し
く
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
。
こ
の
若
宮
（
敦
文
）

も
い
と
め
で
た
く
お
は
し
ま
せ
ば
、
殿
の
上
（
師
実
北
の
方
）
つ
と
抱
き
た
て
ま
つ

ら
せ
た
ま
へ
り
。
上
（
白
河
帝
）
も
片
時
立
ち
の
か
せ
た
ま
は
ず

）
15
（

、（
３
・
四
七
九
頁
）

と
、「
東
宮
」
実
仁
親
王
と
「
若
宮
」
敦
文
親
王
が
同
一
記
事
に
書
き
分
け
ら
れ
、
両
者

が
別
人
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
系
譜
や
血
統
に
留
意
し
て
端
然
と
構
成
さ
れ
、『
栄

花
物
語
』
の
後
継
者
を
自
認
す
る
『
今
鏡
』
の
特
色

）
16
（

か
ら
見
れ
ば
、
東
宮
位
が
誤
認
さ
れ

た
と
は
考
え
難
い
。

　
ま
た
、
離
れ
た
二
箇
所
（
⑤
⑥
）
で
等
し
く
敦
文
が
「
前
坊
」
と
直
接
的
に
呼
ば
れ
て

い
る
の
で
誤
写
や
誤
脱
を
予
想
す
る
こ
と
も
難
し
い
。『
今
鏡
』
の
敦
文
親
王
が
先
坊
と

し
て
扱
わ
れ
る
の
に
は
、
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
前
稿
で
は
、
敦
文
親
王
が
実
質
的
な
意
味
で
の
東
宮
と
見
な
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
諸
書
に
基
づ
い
て
推
察
し
、
歴
史
物
語
に
お
け
る
地
位
や

身
分
が
現
実
よ
り
も
ゆ
る
や
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
事
例
に
よ
っ
て
そ
れ
を
傍
証
し
た
上

で
、『
今
鏡
』
世
界
で
は
敦
文
は
『
大
鏡
』
の
保
明
親
王
に
酷
似
し
て
い
て
先
坊
と
呼
ば

れ
る
に
相
応
し
い
と
解
い
た
。
系
譜
（
系
図
）
が
重
視
さ
れ
る
『
今
鏡
』
の
歴
史
叙
述
で

は
、
后
腹
の
第
一
皇
子
で
あ
り
、
実
弟
が
即
位
し
、
外
伯
叔
父
に
太
政
大
臣
が
い
た
と
い

う
点
で
、
敦
文
は
『
大
鏡
』
の
先
坊
の
再
来
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
母
后
が
先
坊
を

生
む
と
い
う
文
趣
（
⑤
）
が
『
大
鏡
』
の
そ
れ
（
①
）
に
符
合
す
る
点
も
軽
視
で
き
な
い
。

母
后
賢
子
は
源
氏
の
顕
房
女
で
あ
っ
た
が
、
摂
関
家
の
藤
原
師
実
の
養
女
と
し
て
入
内
し

た
点
で
も
『
大
鏡
』
の
穏
子
に
近
似
す
る
。

　
敦
文
が
夭
折
し
て
先
坊
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
堀
河
帝
の
在
位
も
堀
河
皇
統
の
継
続
も
実

現
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
点
も
看
過
で
き
な
い
。
国
母
を
介
し
て
外
家
を
後
見
と
し

て
確
立
す
る
皇
位
継
承
史
を
基
軸
と
す
る
『
今
鏡
』
に
あ
っ
て
は
、
先
坊
の
出
現
は
皇
位

継
承
過
程
の
岐
路
と
な
る
点
で
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
は
実
仁
親
王
の
落
命
も
堀
河

朝
成
立
に
と
っ
て
は
、
敦
文
早
世
と
同
様
に
重
要
で
あ
っ
た
が
、
系
譜
（
系
図
）
に
お
い

て
『
大
鏡
』
を
継
受
す
る
敦
文
が
『
今
鏡
』
の
先
坊
に
定
位
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　『
今
鏡
』
成
立
に
近
い
時
期
に
成
立
し
た
『
続
詞
花
和
歌
集
』
に
記
さ
れ
る
「
先
坊
」

に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詞
書
に
行
尊
大
僧
正
が
先
坊
を
悼
む
文
辞
が
あ
る
。

　
　
　
　
前
坊
か
く
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
御
は
て
す
ぎ
て
、人
々
ゆ
き
わ
か
れ
け
る
あ
し
た
、

　
　
　
　
ひ
た
ち
の
乳
母
（
の
）
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
　
　
　
　
前
大
僧
正
行
尊

お
も
ひ
き
や
春
の
み
や
人
な
の
み
し
て
花
よ
り
さ
き
に
ち
ら
む
も
の
と
は
（
巻
第

十
九
「
哀
傷
」
三
八
七

）
17
（

）

　
行
尊
は
、
実
仁
親
王
の
実
母
で
あ
る
女
御
源
基
子
の
兄
弟
で
あ
る
の
で
、
こ
の
「
前
坊
」

に
実
仁
が
該
当
す
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、『
今
鏡
』
に
同
歌
が
収
載
さ
れ

て
い
て
確
認
で
き
る
。
東
宮
実
仁
が
十
五
歳
で
死
去
し
た
記
事
に
続
い
て

平
等
院
の
僧
正
（
行
尊
）
は
女
御
（
基
子
）
の
御
兄
な
れ
ば
、
東
宮
（
実
仁
）

の
御
忌
に
こ
も
り
給
ひ
て
、
御
果
過
ぎ
て
、
人
々
散
り
け
る
に
、
常
陸
の
乳
母

に
お
く
り
給
ふ
と
聞
え
侍
り
し
、

　
　 

思
ひ
き
や
春
の
宮
人
名
の
み
し
て
花
よ
り
さ
き
に
散
ら
む
も
の
と
は
（
（下）
二
三
〇

頁
）

と
、
ほ
ぼ
同
一
の
挿
話
が
記
さ
れ
る

）
18
（

。
両
書
の
引
承
関
係
は
即
断
で
き
な
い
が
、
藤
原
清

輔
が
勅
撰
集
た
ら
ん
こ
と
を
期
し
て
永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
頃
に
撰
進
し
た
『
続
詞
花

集
』
を
、和
歌
に
精
通
す
る
『
今
鏡
』
作
者
が
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
頃
に
知
ら
な
か
っ

た
と
は
考
え
難
い
。
や
は
り
、『
今
鏡
』
で
は
故
意
に
実
仁
は
先
坊
と
見
な
さ
れ
ず
、
系

譜
に
基
づ
い
て
敦
文
が
作
品
内
唯
一
の
先
坊
に
選
定
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

福　田　景　道
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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
）
第
四
十
九
巻
　
一
一
四
頁
〜
一
二
六
頁
　
平
成
二
十
七
年
十
二
月

（
五
）

　
作
品
を
異
に
し
つ
つ
も
実
仁
と
敦
文
が
と
も
に
先
坊
と
呼
ば
れ
る
事
実
は
海
野
の
混
同

説
に
も
繋
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
後
出
の
『
今
鏡
』
に
敦
文
が
実
名
等
で
呼
ば
れ
る

こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
に
先
坊
で
あ
る
点
に
注
目
し
た
い

）
19
（

。
同
時
に
、『
今
鏡
』
が
実
仁

で
は
な
く
敦
文
を
先
坊
に
選
ん
だ
事
実
、
実
仁
を
先
坊
と
呼
ば
な
か
っ
た
こ
と
も
軽
視
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　『
今
鏡
』
で
は
、実
仁
親
王
の
死
没
に
際
し
て
の
近
縁
者
の
哀
悼
が
描
か
れ
る
。『
大
鏡
』

の
保
明
親
王
追
悼
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
筆
致
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
際
の
実
仁

は
「
東
宮
」
で
あ
っ
て
「
先
坊
」
で
は
な
い
。
一
方
、
生
前
も
死
も
死
後
も
ま
っ
た
く
描

か
れ
な
い
敦
文
が
先
坊
以
外
で
呼
ば
れ
な
い
と
こ
ろ
に
歴
史
物
語
と
し
て
の
『
今
鏡
』
の

特
色
が
顕
現
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
Ⅲ
　『
増
鏡
』
の
「
先
坊
」

　『
増
鏡
』
に
は
先
坊
の
用
例
が
多
い
。

　
⑦ 

い
に
し
へ
の
基
経
の
大
臣
の
御
女
（
穏
子
）、
延
喜
の
御
代
の
大
后
宮
、
朱
雀
・
村

上
の
二
代
の
国
母
に
て
を
は
せ
し
も
、
初
め
出
で
き
給
ひ
て
殊
に
か
な
し
う
し
給

し
前
坊
（
保
明
親
王
）
に
を
く
れ
聞
え
給
て
、 

御
命
の
う
ち
は
、
絶
え
ぬ
御
歎
き
尽

き
せ
ざ
り
き

）
20
（

。（
第
十
「
老
の
な
み
」、
三
六
九
頁
）。

　
⑧ 

有
忠
の
中
納
言
、
先
坊
（
邦
良
親
王
）
の
御
使
ひ
に
て
東
に
下
り
に
し
、
い
つ
し
か

と
思
ふ
さ
ま
な
ら
ん
事
を
の
み
待
ち
き
こ
え
つ
ゝ
、
践
祚
の
御
使
ひ
の
宮
こ
に
参
ら

ん
と
同
じ
や
う
に
上
ら
ん
と
て
、
い
ま
だ
か
し
こ
に
も
の
せ
ら
れ
つ
る
に
、
か
く
あ

や
な
き
こ
と
の
出
で
来
ぬ
れ
ば
、
い
み
じ
と
も
さ
ら
な
り
。
三
月
三
十
日
、
や
が
て

か
し
こ
に
て
頭
お
ろ
す
。
心
の
う
ち
さ
こ
そ
は
と
悲
し
。

　
　
大
か
た
の
春
の
別
の
ほ
か
に
又
我
世
つ
き
ぬ
る
今
日
の
く
れ
か
な

　（
中
略
）
卯
月
の
末
つ
か
た
、
夏
木
だ
ち
心
よ
げ
に
茂
り
わ
た
れ
る
も
、
う
ら
や

ま
し
く
な
が
め
さ
せ
た
ま
ふ
。
あ
か
月
が
た
、
ほ
と
ゝ
ぎ
す
の
鳴
き
わ
た
る
も
、「
い

か
に
知
り
て
か
」
と
、
御
涙
も
も
よ
を
し
な
り
。

　
　
も
ろ
と
も
に
聞
か
ま
し
物
を
郭
公
ま
く
ら
な
ら
べ
し
昔
な
り
せ
ば
（
第
十
四

「
春
の
別
れ
」、
四
三
三
〜
四
三
四
頁
）

　
⑨ 

八
月
に
な
り
て
、
陽
徳
門
院
（
媖
子
、
後
深
草
院
三
女
、
新
東
宮
の
従
祖
母
）
の
土

御
門
東
の
洞
院
殿
へ
行
啓
は
じ
め
あ
り
。
先
坊
（
邦
良
親
王
）の
宮
は
鷹
司
な
れ
ば
、

ま
ぢ
か
き
程
に
、世
の
を
と
な
ひ
き
こ
し
め
す
入
道
宮
（
崇
明
門
院
禖
子
、先
坊
妃
）・

女
院
（
永
嘉
門
院
瑞
子
、
後
宇
多
院
猶
子
）
な
ど
の
御
心
の
中
、
い
と
か
な
し
。（
第

十
四
「
春
の
別
れ
」、
四
三
六
頁
）

　
⑩ 

前
坊
（
邦
良
親
王
）
の
は
じ
め
つ
か
た
、
中
院
の
内
大
臣
通
重
の
女
ま
い
り
給
て
、

十
八
月
に
て
若
宮
生
ま
れ
給
へ
り
し
と
か
や
、
や
が
て
御
子
も
母
宮
す
所
も
失
せ
給

に
し
か
ば
、
い
み
じ
う
あ
さ
ま
し
き
事
に
い
ひ
騒
ぎ
し
程
に
、
又
其
後
、
こ
の
と
ま

り
給
へ
る
入
道
の
宮
（
禖
子
）
ま
い
り
給
へ
り
し
も
、
十
七
月
ば
か
り
に
や
、
た
ゞ

な
ら
ず
お
は
し
ま
し
て
、
す
で
に
御
気
色
あ
り
と
て
、
宮
の
中
た
ち
騒
ぐ
程
に
、
た
ゞ

ゆ
く
〳
〵
と
水
の
み
出
で
さ
せ
給
て
、
昔
の
弘
徽
殿
の
女
御
〈
承
香
殿
女
御
元
子
〉

の
、
太
秦
に
て
あ
り
け
ん
や
う
に
て
や
み
き
。
折
ふ
し
、
賀
茂
の
祭
り
の
頃
に
て
、

春
宮
使
も
と
ま
り
な
ど
し
て
、
さ
や
う
の
を
り
〳
〵
、
人
の
口
さ
が
な
さ
、
せ
め
て

も
、
先
坊
（
邦
良
）
の
御
方
ざ
ま
の
事
を
、
お
と
し
め
ざ
ま
に
い
ひ
な
や
ま
し
し
人

〴
〵
も
、
こ
の
頃
ぞ
、
又
か
く
ま
さ
る
例
も
あ
り
け
り
と
、
は
し
た
な
く
思
ひ
あ
は

せ
け
る
。（
第
十
五
「
む
ら
時
雨
」、
四
三
九
〜
四
四
〇
頁
）

　
⑪ 

今
年
（
元
徳
元
年
）
い
か
な
る
に
か
、
し
は
ぶ
き
や
み
流は

や行
り
て
、
人
多
く
失
せ

給
中
に
、
伏
見
院
の
御
母
玄
輝
門
院
、
前
坊
（
邦
良
親
王
）
の
御
母
代
の
永
嘉
門
院

（
瑞
子
）、
近
衛
大
北
政
所
な
ど
、
や
ん
ご
と
な
き
か
ぎ
り
、
う
ち
続
き
か
く
れ
給

ぬ
れ
ば
、
こ
ゝ
か
し
こ
の
御
法
事
し
げ
く
て
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。（
第
十
五
「
む

ら
時
雨
」、
四
四
〇
頁
）

　
⑫ 

か
ゝ
る
に
つ
け
て
は
、
一
御
族
の
み
、
今
は
わ
く
方
な
く
定
ま
り
給
べ
き
か
と
、
世

の
人
も
思
ひ
き
こ
ゆ
る
程
に
、
亀
山
院
の
御
流
れ
の
絶
ゆ
べ
き
に
は
あ
ら
ず
と
に

や
、
先
坊
（
邦
良
親
王
）
の
一
の
宮
（
康
仁
）
を
太
子
に
立
て
ま
つ
る
。
御
め
の
と

の
雅
藤
の
宰
相
の
法
性
寺
の
家
に
わ
た
ら
せ
給
へ
る
を
、
土
御
門
高
倉
の
先
坊
の
御

跡
へ
入
た
て
ま
つ
り
て
、
十
一
月
八
日
坊
に
定
ま
り
給
。
今
は
思
絶
へ
ぬ
る
心
ち
し

つ
る
に
、
い
と
め
で
た
し
。
松
が
浦
島
に
年
経
ぬ
る
入
道
の
宮
（
禖
子
）
も
、
御
親

の
心
ち
に
て
お
は
し
ま
す

べ
け
れ
ば
、
太
上
天
皇
に

な
ず
ら
へ
て
崇
明
門
院
と

き
こ
ゆ
。
よ
ろ
づ
斧
の
柄

歴史物語における不即位東宮―「先坊（前坊）」再考―

系図３
『増鏡』の先坊

後
二
条
帝

邦
良
親
王

康
仁
親
王

後
醍
醐
帝
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（
六
）

朽
ち
に
し
昔
を
改
め
た
る
宮
の
う
ち
也
。（
第
十
五
「
む
ら
時
雨
」、
四
五
五
頁
）

　
以
上
の
よ
う
に
、『
増
鏡
』
に
は
、
六
箇
所
に
先
坊
が
姿
を
現
す
。
こ
の
う
ち
、
⑦
は

『
大
鏡
』
の
取
用
で
あ
る
。
後
半
「
初
め
出
で
き
給
ひ
て
殊
に
か
な
し
う
し
給
し
前
坊
に

を
く
れ
聞
え
給
て
、
御
命
の
う
ち
は
、
絶
え
ぬ
御
歎
き
尽
き
せ
ざ
り
き
」の
傍
線
部
分
は
、

『
大
鏡
』
②
中
の
「
前
の
東
宮
に
お
く
れ
た
て
ま
つ
り
て
、か
ぎ
り
な
く
嘆
か
せ
た
ま
ふ
」

を
明
白
に
踏
襲
す
る
。
前
半
の
「
い
に
し
へ
の
基
経
の
大
臣
の
御
女
、
延
喜
の
御
代
の
大

后
宮
、
朱
雀
・
村
上
の
二
代
の
国
母
に
て
を
は
せ
し
も
」
は
、『
大
鏡
』
の
「
こ
の
お
と

ど
（
基
経
）
の
御
女
（
穏
子
）、
醍
醐
の
御
時
の
后
、
朱
雀
院
幷
村
上
二
代
の
御
母
后
に

お
は
し
ま
す
」（「
基
経
伝
」
六
八
・
六
九
頁
）
に
一
致
し
、『
増
鏡
』
中
の
「
大
后
」
は
『
大

鏡
』
②
の
末
尾
「
世
の
大
后
と
こ
れ
を
申
す
」
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る

）
21
（

。

　
⑧
〜
⑫
で
は
、
踐
祚
を
目
前
に
病
死
し
た
東
宮
邦
良
親
王
が
「
先
坊
」
と
称
さ
れ
て
い

る
。「
後
二
条
院
の
一
の
御
子
」と
し
て
の
立
坊
（
第
十
三
「
秋
の
み
山
」四
一
三
頁
）以
来
、

一
律
に
「
春
宮
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
同
親
王
は
、
こ
れ
を
境
に
画
然
と
「
先
坊
」
に
転

ず
る
の
で
あ
る

）
22
（

。
こ
れ
は
作
品
世
界
の
「
現
在
」
が
物
語
世
界
の
時
間
の
進
行
と
と
も
に

移
動
す
る
『
増
鏡
』
の
叙
述
方
法
に
基
づ
く

）
23
（

。
邦
良
東
宮
時
代
に
は
先
坊
に
な
る
こ
と
が

予
見
で
き
な
い
の
で
生
前
の
邦
良
を
先
坊
と
見
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
邦
良
は
歴
史
物
語
中
で
最
も
頻
繁
に
先
坊
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
先
坊
の
重
要

性
を
投
影
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
⑧
の
悼
歌
「
も
ろ
と
も
に
聞
か
ま
し
物
を
郭
公
ま
く
ら
な
ら
べ
し
昔
な
り
せ
ば
」
の
ほ

と
と
ぎ
す
に
託
す
る
哀
調
は
、『
大
鏡
』
②
の
「
今
は
と
て
み
山
を
出
づ
る
郭
公
い
づ
れ

の
里
に
鳴
か
む
と
す
ら
む
」
と
共
鳴
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
「
前
稿
」
で
述
べ
た
。

　
こ
う
し
て
⑦
⑧
に
お
い
て
『
増
鏡
』
の
先
坊
は
『
大
鏡
』
を
踏
ま
え
て
明
確
な
形
象
を

獲
得
す
る
。
次
に
⑨
〜
⑪
で
悲
嘆
の
継
続
と
周
辺
へ
の
影
響
が
活
写
さ
れ
た
上
で
、
⑫
の

先
坊
の
遺
児
康
仁
親
王
立
坊
が
導
き
出
さ
れ
る
。
明
と
暗
が
交
替
を
繰
り
返
す
『
増
鏡
』

の
基
幹
構
想

）
24
（

に
見
合
う
も
の
で
あ
る
が
、
保
明
没
後
の
慶
頼
王
立
坊
と
の
符
合
に
読
者
の

思
い
が
至
る
の
を
禁
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
康
仁
東
宮
の
先
例
と
し
て
慶
頼
の
運
命
が

重
ね
合
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

）
25
（

。

　『
増
鏡
』
の
先
坊
は
歴
史
物
語
史
の
中
に
あ
り
、
皇
位
継
承
史
の
一
部
を
占
め
る
こ
と

も
看
過
で
き
な
い
。
邦
良
、
康
仁
の
失
墜
に
よ
っ
て
後
二
条
皇
統
が
断
絶
し
、『
増
鏡
』

擱
筆
時
点
に
至
っ
て
、
傍
流
で
あ
っ
た
は
ず
の
後
醍
醐
帝
が
正
統
に
転
じ
た
と
解
釈
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、『
増
鏡
』
は
『
大
鏡
』
と
『
今
鏡
』
の
後
継
作
品
と
認
定

で
き
る
。
な
お
、「
前
稿
」
で
既
説
し
た
が
、『
増
鏡
』
の
先
坊
も
「
夭
折
し
た
東
宮
」
を

意
味
す
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く

）
26
（

。

　
次
に
、『
増
鏡
』
生
成
の
時
代
に
、
邦
良
親
王
の
通
称
と
し
て
先
坊
が
用
い
ら
れ
て
い

た
こ
と
に
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
早
期
の
例
と
し
て
は
、
康
永
三
・
四
年
（
一
三
四
四
・
一
三
四
五
）
頃
の
成
立
と
さ
れ
る

『
藤
葉
和
歌
集
』
巻
第
三
「
秋
歌
」
二
二
八
の
作
者
名
「
読
人
し
ら
ず
」
に
「
前
坊
御
製
」

と
傍
記
さ
れ
て
い
る

）
27
（

。
ほ
ぼ
同
時
期
の
『
兼
好
法
師
集
』
の
詞
書
に
も
「
先
坊
御
時
」「
前

坊
御
ま
へ
に
」
と
記
さ
れ
、
生
前
の
邦
良
親
王
が
歌
集
編
纂
当
時
の
通
称
に
従
っ
て
先
坊

と
表
記
さ
れ
る
傾
向
が
看
取
で
き
る
。
約
二
十
年
後
の
歌
集
で
は
、
邦
良
東
宮
急
死
を
悼

む
詠
歌
の
詞
書
に
「
前
坊
か
く
れ
さ
せ
給
」
と
い
う
定
型
が
生
ま
れ
る
。

前
坊
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
し
後
、
六
条
中
納
言
世
を
の
が
れ
て
一
切
経
谷
に
す
ま

れ
侍
り
し
に
、
神
無
月
の
比
た
づ
ね
ま
か
り
て
歌
よ
み
侍
り
し
に
、
庭
落
葉

　
　
庭
の
面
に
よ
も
の
木
の
は
を
さ
そ
ひ
き
て
色
の
千
種
に
山
風
ぞ
ふ
く
川
氷
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（『
草
庵
和
歌
集
』
巻
第
九
「
雑
歌
」
一
一
八
一
）

前
坊
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
し
比
よ
ま
せ
給
う
け
る
　
　
寿
成
門
院

　
　
露
消
え
し
草
の
ゆ
か
り
を
た
づ
ぬ
れ
ば
む
な
し
き
野
べ
に
秋
風
ぞ
吹
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（『
新
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
「
哀
傷
歌
」
八
八
八
）

　
死
を
意
味
す
る
述
語
（「
隠
れ
る
」）
の
主
語
に
死
後
に
成
立
す
る
は
ず
の
「
前
坊
」
が

用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
先
坊
が
邦
良
の
通
称
に
な
っ
て
い
る
と
推

量
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
十
四
世
紀
半
ば
の
現
象
で
あ
る

）
28
（

。
さ
ら
に
そ
の
二
十
年
後
に
は
、

『
増
鏡
』
と
同
一
の
悼
歌
が
勅
撰
集
『
新
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
収
め
ら
れ

）
29
（

、『
増
鏡
』
と

同
一
内
容
の
詞
書
の
中
で
邦
良
親
王
は
「
前
坊
」
と
記
さ
れ
る
。

前
坊
う
せ
た
ま
ひ
ぬ
と
、
あ
づ
ま
に
て
つ
た
へ
き
き
て
、
三
月

つ
ご
も
り
か
し
ら
お
ろ
し
侍
り
け
る
時
に
、
思
ひ
つ
づ
け
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
中
納
言
有
忠

　
　
大
か
た
の
春
の
わ
か
れ
の
外
に
ま
た
我
が
世
も
つ
く
る
け
ふ
ぞ
か
な
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（『
新
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
七
「
雑
歌
下
」
一
四
四
五
）

　『
藤
葉
集
』『
兼
好
法
師
集
』『
草
庵
集
』『
新
拾
遺
集
』『
新
後
拾
遺
集
』
は
十
四
世
紀

半
ば
の
約
四
十
年
間
の
成
立
で
、
こ
の
間
に
邦
良
親
王
は
先
坊
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

福　田　景　道
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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
）
第
四
十
九
巻
　
一
一
四
頁
〜
一
二
六
頁
　
平
成
二
十
七
年
十
二
月

（
七
）

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
十
四
世
紀
中
葉
は
『
増
鏡
』
の
成
立
時
期
に
相
当

す
る
の
で
あ
る

）
30
（

。
こ
れ
ら
の
歌
集
と
『
増
鏡
』
と
の
直
接
的
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
和

歌
詞
書
の
「
前
坊
」「
先
坊
」
表
現
と
『
増
鏡
』
の
先
坊
は
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
邦
良
親
王
の
悲
劇
は
、
和
歌
文
学
の
世
界
で
は
、
保
明
親
王
の
運
命
と
重
ね
合
わ
さ

れ
、
先
坊
名
辞
が
通
用
し
て
い
た
（
通
用
す
る
に
至
っ
た
経
緯
は
次
節
以
降
に
示
す
）。

『
増
鏡
』
は
こ
の
流
れ
に
中
に
あ
る
。
王
朝
的
伝
統
を
忠
実
に
継
承
し
た
と
考
え
る
で
き

で
あ
ろ
う
。
既
存
の
歌
語
り
、
歌
集
、
作
り
物
語
の
先
坊
形
象
を
吸
収
し
、『
大
鏡
』
の

先
坊
保
明
親
王
像
を
明
瞭
に
再
現
し
て
『
増
鏡
』
の
邦
良
親
王
は
造
型
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
上
で
、
先
坊
の
悲
劇
は
後
醍
醐
帝
皇
統
確
立
の
要
件
に
な
り
、『
大
鏡
』
等
と
同
様
に

皇
位
継
承
史
の
一
翼
を
担
う
の
で
あ
る

）
31
（

。

　
　
　
　
Ⅳ
　
中
世
歴
史
物
語
と
し
て
の
『
六
代
勝
事
記
』

　『
六
代
勝
事
記
』
は
中
世
歴
史
物
語
の
範
疇
に
属
し
、
王
朝
的
な
純
正
歴
史
物
語
で
あ

る
『
大
鏡
』
や
『
今
鏡
』
と
は
、
本
質
を
異
に
す
る
。
復
古
的
擬
古
的
な
『
増
鏡
』
と
も

乖
離
す
る
点
が
多
い
。

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
皇
位
継
承
史
（「
世
継
」）
を
基
軸
と
す
る
文
芸
的
歴
史
叙
述
を
「
歴

史
物
語
」
と
呼
ん
で
一
括
す
る
こ
と
が
適
切
で
、
そ
れ
ら
を
（1）
正
統
歴
史
物
語
（『
栄
花

物
語
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』
等
）、
（2）
中
世
歴
史
物
語
（
前
期

：『
水
鏡
』『
秋
津
島
物
語
』

『
六
代
勝
事
記
』『
五
代
帝
王
物
語
』、
後
期

：『
保
暦
間
記
』『
梅
松
論
』『
神
明
鏡
』
等
）、

（3）
増
鏡
系
歴
史
物
語
（『
増
鏡
』『
池
の
藻
屑
』『
月
の
ゆ
く
へ
』
等
）
の
よ
う
に
分
類
で

き
る

）
32
（

。

　
先
坊
は
、
（1）
の
『
大
鏡
』『
今
鏡
』、
（3）
の
『
増
鏡
』
に
存
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
と
そ

の
時
代
に
つ
い
て
は
論
究
し
た
が
、
（2）
の
『
六
代
勝
事
記
』に
も
先
坊
の
名
が
見
ら
れ
る
。

　
⑬ 

同
（
承
久
三
年
）
七
月
廿
日
。
新
院
（
順
徳
院
）
を
佐
渡
国
へ
う
つ
し
た
て
ま
つ
る
。

女
房
二
人
、
殿
上
人
二
人
ば
か
り
に
て
、
夜
を
こ
め
て
都
を
い
で
さ
せ
給
ふ
。
御

母
修
明
門
院
（
重
子
）・
中
宮
（
立
子
）・
一
品
の
み
や
（
昇
子
）・
前
坊
（
仲
恭
帝
）

な
ど
の
御
事
お
ぼ
し
め
き
お

（
を
）
く
に
、
な
み
だ
と
ゞ
ま
ら
ず

）
33
（

。（
九
一
頁
）

　
仲
恭
帝
が
「
前
坊
」と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
作
品
中
唯
一
の
同
帝
の
称
呼
で
あ
る
。

「
仲
恭
」
と
い
う
諡
号
が
送
ら
れ
た
の
が
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ
ま
で
は
後

廃
帝
・
九
条
廃
帝
な
ど
と
呼
ば
れ
て
不
安
定
で
あ
り
、
し
か
も
即
位
礼
・
大
嘗
祭
実
施
前

の
廃
位
で
「
半
帝
」
と
も
見
な
さ
れ
て
い
た
実
状
を
鑑
み
れ
ば
、
通
常
の
帝
位
と
同
一
視

で
き
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
前
坊
」
と
呼
ぶ
の
は
踐
祚
さ
え
も
認
め

な
い
よ
う
で
極
端
す
ぎ
る
扱
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
仲
恭
帝
が
廃
帝
で
あ
る
点
も
無
視
で
き
な
い
。
十
七
歳
で
夭
折
し
て
い
る
が
、

廃
位
の
十
三
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
前
節
ま
で
に
取
り
上
げ
た
先
坊
は
す
べ
て
夭
折
し
て
即
位
で
き
な
か
っ
た
東
宮
で
あ
っ

て
、
存
命
の
ま
ま
に
廃
さ
れ
た
「
廃
坊
」
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
先
坊
と
は
夭
折
し
た
東
宮

を
意
味
す
る
と
通
常
は
理
解
さ
れ
て
い
る

）
34
（

。『
源
氏
物
語
』
に
関
し
て
は
廃
坊
説
が
あ
る

が
、「
故
前
坊
」「
故
宮
」
と
表
現
さ
れ
て
い
て
、
先
坊
が
固
有
名
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
ま

で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
慮
外
す
る

）
35
（

。

　
こ
う
し
て
、『
六
代
勝
事
記
』
の
先
坊
は
歴
史
物
語
や
歌
物
語
の
そ
れ
と
は
隔
絶
す
る

の
で
あ
る
。「
先
」
に
も
「
坊
」
に
も
該
当
し
な
い
。

　
別
稿
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
注
目
し
、
先
坊
を
指
標
に
し
て
中
世
歴
史
物
語
の
特
性
を

提
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
明
親
王
へ
の
哀
悼
を
継
受
し
、
夭
折
し
た
東
宮

と
し
て
の
先
坊
像
を
保
持
す
る
点
で
、
平
安
時
代
の
作
り
物
語
と
中
世
王
朝
物
語
と
に
連

続
性
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、『
六
代
勝
事
記
』
の
先
坊
は
先
行
の
王
朝
歴
史
物
語

（『
大
鏡
』『
今
鏡
』
等
）
と
乖
離
す
る
と
見
な
し
た
の
で
あ
る

）
36
（

。
こ
れ
が
（1）
正
統
歴
史
物

語
と
（2）
中
世
歴
史
物
語
を
区
分
す
る
一
要
因
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
物
語
の
本
旨
、
皇
位
継
承
史
的
側
面
に
注
目
す
る
と
、『
六
代

勝
事
記
』
は
特
殊
で
も
例
外
で
も
な
い
。
仲
恭
帝
廃
位
の
悲
劇
は
、
後
鳥
羽
院
皇
統
か
ら

後
高
倉
院
皇
統
へ
の
劇
的
変
更
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
将
来
、
後
鳥
羽
院
皇
統
の
正

統
が
順
徳
院
系
か
ら
土
御
門
院
系
に
移
動
す
る
こ
と
の
端
緒
と
も
な
る
重
要
な
分
岐
点
な

の
で
あ
る
。『
六
代
勝
事

記
』
で
こ
の
点
が
着
目
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
歴

史
物
語
作
品
群
の
一
つ
と

し
て
見
れ
ば
相
応
の
意
味

は
認
め
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
中
世
歴
史
物
語

歴史物語における不即位東宮―「先坊（前坊）」再考―

系図４
『六代勝事記』の先坊

後
高
倉
院

④
後

（
注
）○
内
数
字
は
皇
位
継
承
の
順
序
を
示
す
。

堀
河
院

⑤
四
条
帝

後
鳥
羽
院

①
土
御
門
院

⑥
後
嵯
峨
院

②
順
徳
院

③
仲
恭
帝

九
条
兼
実

良
経

立
子

道
家
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（
八
）

始
発
の
時
期
に
、
和
歌
文
学
の
系
統
で
は
先
坊
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
一
徴
証
を
示
す
。

　『
六
代
勝
事
記
』
と
同
時
期
に
藤
原
定
家
が
選
ん
だ
『
定
家
八
代
抄
』（
巻
第
七
「
賀
歌
」

五
八
四
）
に
先
坊
が
現
れ
る
。

延
喜
御
時
前
坊
む
ま
れ
給
へ
り
け
る
時
　
　
　
　
因
香
朝
臣

峰
た
か
き
か
す
が
の
山
に
出
づ
る
日
は
く
も
る
時
な
く
て
ら
す
べ
ら
な
り

　
保
明
親
王
誕
生
に
際
し
て
の
祝
意
の
一
首
で
あ
る
。『
古
今
集
』
の
詞
書
「
春
宮
の
む

ま
れ
た
ま
へ
り
け
る
時
に
ま
ゐ
り
て
よ
め
る
」（
巻
第
七
「
賀
歌
」一
三
六
四
）の
「
春
宮
」

が
「
前
坊
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。『
定
家
八
代
抄
』
に
は
先
坊
が
も
う
一
例
見
ら
れ
る
。

『
後
撰
集
』
詞
書
の
「
先
坊
う
せ
た
ま
ひ
て
の
春
、
大
輔
に
つ
か
は
し
け
る
」「
お
な
じ

年
の
秋
」（
巻
第
二
十 

慶
賀 

哀
傷 
一
四
〇
六
・
一
四
〇
八
）
が
「
前
坊
か
く
れ
さ
せ
給
ひ

に
け
る
秋
」（
巻
第
八
「
哀
傷
歌
」
六
九
五
）
と
な
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
坊
の
心
象
が
保
明
親
王
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る

　
同
じ
定
家
撰
の
『
物
語
二
百
番
歌
合
』（
元
久
三
年
〈
一
二
〇
六
〉。
寛
喜
三
年

〈
一
二
三
一
〉
補
訂
）
に
は
『
源
氏
物
語
』
よ
り
「
前
坊
御
息
所
」（
六
条
御
息
所
）
の

歌
が
六
首
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
前
坊
」
の
呼
称
が
定
着
し

て
い
て
、
そ
の
後
の
中
世
王
朝
物
語
の
先
坊
に
繋
が
る
の
も
の
と
推
断
さ
れ
る
。

　
十
三
世
紀
初
頭
の
頃
、
先
坊
は
一
転
機
を
迎
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
保
明
親
王

の
故
事
、『
源
氏
物
語
』、『
大
鏡
』
等
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
体
化
し
て
、
明
確
で
固
定
的
安

定
的
な
先
坊
像
が
成
立
し
、
並
行
し
て
『
大
鏡
』
や
『
今
鏡
』
の
流
れ
を
承
け
て
皇
位
継

承
史
の
分
岐
に
先
坊
が
作
用
す
る
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

は
次
の
中
世
王
朝
物
語
の
先
坊
に
も
結
び
つ
く
。

　
　
　
　
Ⅴ
　
中
世
王
朝
物
語
の
先
坊

　
中
世
王
朝
物
語
『
浅
茅
が
露
』
に
は
、
先
坊
の
遺
児
の
悲
劇
が
描
出
さ
れ
る
。
斎
宮
に

卜
定
さ
れ
な
が
ら
母
を
失
っ
て
運
命
が
急
転
し
、
薄
幸
の
末
路
を
た
ど
る
姫
宮
が
登
場
す

る
の
で
あ
る
。

　
斎
宮
も
降
り
さ
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
御
代
は
り
に
は
、
先
坊
の
姫
宮
居
さ
せ
給
へ
る

に
、
母
御
息
所
、
に
は
か
に
わ
づ
ら
ひ
て
隠
れ
さ
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
さ
る
べ
き
姫
宮

お
は
し
ま
さ
ぬ
に
よ
り
て
、
院
の
姫
宮

立
た
せ
給
ふ
に

）
37
（

、（
一
八
一
頁
）

　
先
坊
の
お
は
し
ま
す
所
は
、
三
条
高

倉
な
れ
ば
、
這
ひ
わ
た
る
程
な
り
。
御
息

所
は
、
御
心
深
く
心
に
く
き
人
に
言
は

れ
給
ひ
し
か
ば
、（
一
八
二
頁
）

　
先
坊
の
、
世
に
す
ぐ
れ
給
へ
り
し
琴き

ん

の
御
琴こ

と

に
お
ぼ
え
て
、（
同
）

　
先
坊
の
母
后
、
故
太
政
大
臣
の
御
妹
に
お
は
し
ま
し
し
か
ば
、
常
盤
の
院
と
一
つ

腹
な
れ
ば
、
こ
の
大
殿
も
う
ち
続
き
頼
み
か
は
し
給
へ
る
御
末
な
り
。
先
坊
の
領
じ

給
ひ
し
所
、
こ
の
院
を
は
じ
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
御
調
度
ど
も
、
ま
た
見
譲
る
べ
き
方

お
は
せ
ず
、
親
し
き
御
ゆ
か
り
も
い
づ
方
に
も
お
は
せ
ず
、
心
細
き
御
さ
ま
な
れ

ば
、（
姫
宮
が
）
か
く
て
隠
れ
給
ひ
な
ん
後
は
い
か
な
る
人
の
取
り
争
は
ん
と
思
せ

ば
、
皆
聞
こ
え
お
き
給
ふ
べ
し
。（
一
九
三
頁
）

　
そ
こ
ら
ひ
ろ
き
院
の
う
ち
、
先
坊
の
御
心
に
入
れ
て
し
お
き
給
へ
り
し
池
、
山
、

遣
水
、
木
、
草
の
も
と
ま
で
も
、
い
み
じ
き
を
、
さ
な
が
ら
寝
殿
は
堂
に
な
し
給
ひ

て
、
極
楽
の
さ
ま
を
あ
ら
は
し
て
、
領
じ
給
へ
り
し
所
な
ど
も
、
三
昧
堂
に
不
断
念

仏
行
は
せ
な
ど
、
か
か
ら
ず
は
口
惜
し
か
ら
ま
し
と
ぞ
見
え
た
る
。（
一
九
五
頁
）

　
か
く
て
、
先
坊
の
宮
（
姫
宮
）
も
う
せ
給
ひ
ぬ
、（
一
九
六
頁
）

　
こ
の
先
坊
は
、「
故
太
政
大
臣
の
妹
に
当
る
人
が
、
先
坊
の
母
后
に
な
り
、
そ
れ
は
先

坊
と
兄
弟
で
あ
る
常
盤
院
に
と
っ
て
も
同
じ
腹
と
な
る

）
38
（

」
人
物
で
あ
り
、「
故
人
の
よ
う

で
あ
る
か
ら
、
春
宮
の
ま
ま
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
と
思
わ
れ
、
そ
れ
で
弟
の
今
の
帝
が
御

位
に
つ
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

）
39
（

」
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　『
浅
茅
が
露
』
の
先
坊
は
、
明
確
に
『
源
氏
物
語
』
を
踏
襲
す
る
。
太
政
大
臣
の
妹
を

母
と
し
、
同
腹
の
兄
弟
が
帝
位
に
即
い
た
点
は
、『
源
氏
物
語
』
を
介
し
て
保
明
親
王
の

境
涯
に
も
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
重
視
す
る
と
、『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所

が
伊
勢
下
向
の
直
前
に
急
死
し
た
場
合
の
秋
好
中
宮
の
運
命
が
『
浅
茅
が
露
』
に
描
か
れ

て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
同
時
代
の
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
人
物
系
譜
に
も
先
坊
が
見
い
だ
せ
る
。

こ
の
入
道
式
部
卿
の
宮
は
、
一
条
の
院
の
第
二
の
御
こ
、
前
坊
と
を
な
じ
后
ば
ら
に

福　田　景　道

系図５
『浅茅が露』の先坊

太
政
大
臣

母
后

帝（

常
盤
院）

先
帝

先
坊

姫
宮

御
息
所
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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
）
第
四
十
九
巻
　
一
一
四
頁
〜
一
二
六
頁
　
平
成
二
十
七
年
十
二
月

（
九
）

を
は
し
ま
す
ぞ
か
し

）
40
（

。（『
い
は
で
し
の
ぶ
』
巻
第
二
）

と
、
入
道
式
部
卿
宮
の
同
腹
兄
弟
、
先
帝
一
条
院
の
第
二
皇
子
が
「
前
坊
」
と
呼
ば
れ
る

の
で
あ
る
。
東
宮
位
の
ま
ま
に
死
去
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ

）
41
（

、
先
坊
の
定
義
に
適
い
、『
源

氏
物
語
』
や
『
浅
茅
が
露
』
か
ら
大
き
く
は
離
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
等

の
先
坊
の
兄
弟
（
桐
壺
帝
）
が
即
位
し
な
か
っ
た
場
合
が
創
出
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い

）
42
（

。

　『
風
葉
和
歌
集
』
の
詞
書
か
ら
散
逸
し
た
中
世
王
朝
物
語
三
作
品
に
先
坊
の
存
在
が
確

認
で
き
る
。『
嘆
き
絶
え
せ
ぬ
』『
御
垣
が
原
』『
水
の
し
ら
波
』
で
あ
る
。

十
月
ば
か
り
、
前
坊
の
御
服
脱
ぎ
侍
り
け
る
に
、
空
の
気
色
思
ひ
知
り

顔
に
う
ち
し
ぐ
れ
け
れ
ば
　
　
　
　
　
　
嘆
き
絶
え
せ
ぬ
の
麗
景
殿
の
女
御

　
　
朽
ち
果
つ
る
袖
を
変
へ
て
も
し
ぐ
る
れ
ば
い
つ
か
干
す
ま
の
あ
ら
ん
と
す
ら
む

）
43
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
巻
第
九
「
哀
傷
」
六
四
四
。
二
四
頁
）

前
坊
の
御
服ぶ

く

奉
り
て
、
思
ひ
が
け
ず
我
が
御
身
一
つ
に
、
濃
き
御
袖
の
色

も
、
契
り
浅
か
ら
ず
お
ぼ
さ
れ
て
　
　
　
　
御
垣
が
原
の
一
条
の
女
院

　
　
思
ひ
き
や
涙
の
か
か
る
藤
衣
我
が
身
一
つ
に
染
め
ん
も
の
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
巻
第
九
「
哀
傷
」
六
七
三
。
三
五
頁
）

前
坊
わ
づ
ら
ひ
て
出
で
さ
せ
給
ひ
け
る
に
聞
え
さ
せ
給
ひ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
の
し
ら
浪
の
朱
雀
院
御
歌

　
　
年
を
経
て
の
ど
か
に
照
ら
せ
雲
の
上
に
影
並
べ
つ
る
春
の
夜
の
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
巻
第
十
六
「
雑
一
」
一
一
六
七
。
二
二
七
頁
）

　『
嘆
き
絶
え
せ
ぬ
』
に
は
服
喪
期
間
が
終
了
し
て
も
先
坊
を
失
っ
た
悲
し
み
か
ら
逃
れ

ら
れ
な
い
様
が
強
調
さ
れ
、『
御
垣
が
原
』
に
は
先
坊
の
服
喪
に
際
し
て
の
嘆
き
の
深
さ

が
描
か
れ
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
二
作
に
は
先
坊
の
死
に
至
る
経
緯
、
先

坊
の
生
前
の
姿
が
物
語
ら
れ
て
い
た
と
見
な
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。『
水
の
し
ら
波
』

詠
歌
は
先
坊
が
罹
患
に
よ
り
宮
廷
か
ら
退
出
す
る
際
に
贈
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
先

坊
が
こ
の
段
階
で
は
存
命
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、「
雲
の
上
に
影
並
べ
つ
る
」
か
ら

は
詠
者
の
朱
雀
院
と
先
坊
と
が
兄
弟
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　『
風
葉
集
』
に
よ
っ
て
先
坊
の
存
在
が
認
定
で
き
る
三
物
語
作
品
に
は
、
在
世
中
の
先

坊
が
造
型
さ
れ
、
落
命
の
事
情
が
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
先
坊
が
実
在
感
を

伴
っ
て
形
象
化
さ
れ
、
作
品
世
界
で
枢
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
代
表
歌

に
関
与
し
て
詞
書
に
姿
を
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
源
氏
物
語
』
や

『
浅
茅
が
露
』
の
先
坊
は
、
死
後
に
回
想
さ
れ
る
に
終
始
し
、
物
語
の
登
場
人
物
と
し
て

活
動
す
る
も
の
で
は
な
い
。『
風
葉
集
』
に
痕
跡
を
と
ど
め
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
先
坊
の
存
在
感
が
鮮
明
な
『
嘆
き
絶
え
せ
ぬ
』
型
の
散
逸
物

語
作
品
が
他
に
も
存
在
し
て
い
た
と
類
推
で
き
る
だ
け
で
な
く
、『
浅
茅
が
露
』
や
『
い

は
で
し
の
ぶ
』（
現
存
部
分
）
の
よ
う
に
先
坊
が
表
現
さ
れ
た
作
り
物
語
は
思
い
の
外
に

多
量
に
著
作
さ
れ
て
い
た
と
い
う
想
像
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
中
世
王
朝
物
語
に
は

『
源
氏
物
語
』
に
端
を
発
し
た
先
坊
が
頻
出
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
品
世
界
の
中
心
軸
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
重
要
性
を
も
っ
た
先
坊

は
見
い
だ
し
難
い

）
44
（

。
こ
こ
に
、
作
り
物
語
の
先
坊
と
歴
史
物
語
の
先
坊
と
が
大
同
し
つ
つ

も
小
異
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
一
方
で
、
中
世
王
朝
物
語
、
特
に
『
浅
茅
が
露
』『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
先
坊
は

「
先
坊
（
前
坊
）」以
外
の
呼
称
を
も
た
な
い
点
で
歴
史
物
語
に
一
致
す
る
。『
源
氏
物
語
』

の
先
坊
は
現
状
で
は
「
故
前
坊
」
と
称
さ
れ
る
の
を
基
本
と
し
、「
故
宮
」
と
も
呼
ば
れ

て
い
る

）
45
（

。
六
条
御
息
所
の
亡
父
は
前
（
先
）
の
東
宮
と
し
て
定
位
さ
れ
て
、
固
有
名
詞
的

に
「
前
（
先
）
坊
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　「
先
坊
」
は
、『
後
撰
集
』『
大
和
物
語
』
の
保
明
親
王
を
源
流
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』

の
世
界
に
組
み
込
ま
れ
、
和
歌
や
歌
語
り
に
も
受
け
継
が
れ
、
中
世
王
朝
物
語
に
一
定
の

存
在
感
を
示
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
先
坊
形
成
に
際
し
て
は
『
大
鏡
』
等

の
歴
史
物
語
の
流
れ
も
接
触
し
、
皇
位
継
承
史
の
動
向
に
関
与
す
る
意
味
で
の
重
要
性
が

先
坊
に
付
与
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
両
様
の
系
流
を
受
け
止
め
る
の
が

『
増
鏡
』
の
先
坊
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
結

　
東
宮
保
明
親
王
の
早
世
は
、
引
き
続
く
慶
頼
王
の
急
死
と
相
俟
っ
て
醍
醐
帝
の
皇
統
の

持
続
と
正
統
性
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
っ
た
。
即
位
目
前
の
保
明
東
宮
の
悲
運
と
関
係
者

の
悲
嘆
は
歌
語
り
と
な
り
、
程
な
く
編
纂
さ
れ
る
『
後
撰
集
』
や
『
大
和
物
語
』
の
好
適

な
素
材
と
な
っ
て
流
布
し
、「
先
坊
（
前
坊
）」
は
個
人
の
別
称
と
し
て
定
着
す
る
に
至
る
。

そ
れ
に
伴
っ
て
、
保
明
が
夭
折
に
よ
っ
て
即
位
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
先
坊
す
な
わ
ち

歴史物語における不即位東宮―「先坊（前坊）」再考―
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（
一
〇
）

「
夭
折
し
た
東
宮
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
と
連
動
し
て
廃
太
子
や
辞
退
者
が

先
坊
と
称
さ
れ
な
い
事
態
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
東
宮
位
を
退
い
て
か
ら
も
生
き
続
け

た
廃
坊
や
辞
退
東
宮
に
は
、
真
如
（
高
岳
親
王
）・
恒
寂
（
恒
貞
親
王
）・
小
一
条
院
（
敦

明
親
王
）
な
ど
の
公
式
名
称
が
発
生
す
る
の
に
対
し
て
、
生
存
し
て
い
な
い
夭
折
者
に
は

個
人
を
特
定
す
る
名
称
が
必
要
な
か
っ
た
こ
と
も
関
連
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
や
が
て
保
明
親
王
生
前
の
行
為
の
叙
述
に
際
し
て
も
、「
先
坊
」
を
主
語
と
し
て
表
記

さ
れ
る
事
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、「
先
坊
＝
保
明
」
の
イ
メ
ー
ジ
は

定
着
し
、『
源
氏
物
語
』
の
先
坊
の
典
拠
と
な
り
、
六
条
御
息
所
の
物
語
と
し
て
広
範
に

享
受
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
保
明
親
王
を
叙
述
対
象
と
す
る
『
大
鏡
』
で
は
先
坊
の
悲
劇
は
皇
位
継
承
過
程

の
動
揺
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
、
先
坊
と
大
后
の
物
語
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。
大
后

穏
子
に
よ
っ
て
先
坊
の
悲
劇
は
村
上
帝
皇
統
の
栄
光
に
転
ず
る
こ
と
に
な
る
。
醍
醐
帝
皇

統
の
危
機
は
回
避
さ
れ
、
そ
れ
と
運
命
を
共
有
し
て
い
た
藤
原
北
家
忠
平
流
の
正
系
化
が

確
定
し
、
道
長
栄
華
へ
の
道
が
開
か
れ
た
点
で
『
大
鏡
』
全
体
の
岐
路
に
も
な
っ
た
。

　『
源
氏
物
語
』『
大
鏡
』
両
作
は
幅
広
く
享
受
さ
れ
、
そ
の
影
響
は
後
世
に
広
く
及
び
、

先
坊
像
は
保
持
さ
れ
発
展
さ
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
藤
原
定
家
も
先
坊
の
有
力
な
享
受

者
の
一
人
と
し
て
流
布
に
貢
献
し
た
で
あ
ろ
う
。
十
二
世
紀
末
の
『
今
鏡
』に
お
い
て
は
、

立
坊
し
て
い
な
い
敦
文
親
王
が
先
坊
と
し
て
皇
位
継
承
史
の
転
換
点
に
点
描
さ
れ
、
先
坊

と
称
さ
れ
る
資
格
を
も
ち
、
保
明
先
坊
に
似
た
境
遇
の
実
仁
親
王
は
先
坊
と
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
。
同
時
代
の
他
書
に
は
実
仁
を
先
坊
と
称
し
て
保
明
と
重
ね
合
わ
せ
る
事
例
も

確
認
で
き
る
が
、『
今
鏡
』
の
論
理
が
敦
文
を
選
択
し
た
と
推
量
す
る
。
系
譜
的
構
成
を

厳
守
し
歴
史
物
語
（
世
継
物
語
）
の
系
流
を
堅
持
す
る
『
今
鏡
』
の
本
質
に
基
づ
く
も
の

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
十
三
世
紀
に
な
る
と
先
坊
は
明
確
な
形
象
を
獲
得
し
、『
浅
茅
が
露
』『
い
は
で
し
の
ぶ
』

な
ど
の
中
世
王
朝
物
語
の
世
界
で
安
定
し
た
存
在
感
を
も
っ
て
頻
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
。『
大
和
物
語
』
や
『
大
鏡
』
の
保
明
親
王
と
『
源
氏
物
語
』
の
先
坊
と
が

渾
然
一
体
と
な
り
、物
語
世
界
を
彩
る
様
が
散
見
す
る
。
散
逸
作
品
の
『
嘆
き
絶
え
せ
ぬ
』

『
御
垣
が
原
』『
水
の
し
ら
波
』
に
は
先
坊
の
臨
終
場
面
や
人
間
性
が
描
か
れ
て
い
た
可
能

性
さ
え
あ
る
。

　
十
三
世
紀
初
頭
頃
は
歴
史
物
語
史
の
転
機
で
も
あ
り
、「
中
世
歴
史
物
語
」
と
呼
ぶ
べ

き
新
傾
向
作
品
が
連
続
的
に
著
作
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
『
六
代
勝
事
記
』
で
は
、
踐
祚
し

て
い
た
仲
恭
帝
が
廃
帝
で
は
な
く
先
坊
と
呼
ば
れ
る
。
先
坊
が
死
者
に
し
か
用
い
ら
れ

な
い
点
で
廃
坊
と
厳
然
と
区
別
さ
れ
て
い
た
通
例
に
反
し
、
作
り
物
語
・
中
世
王
朝
物
語

を
中
心
に
一
般
化
し
て
い
た
用
法
に
も
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
皇
位
継
承
史

の
要
諦
と
し
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
点
で
、
こ
の
作
品
も
歴
史

物
語
の
系
譜
に
属
す
る
と
言
え
る
。
ま
た
、『
大
鏡
』『
今
鏡
』『
六
代
勝
事
記
』『
浅
茅
が
露
』

の
先
坊
が
、
国
母
（
母
后
）
を
実
母
と
し
、
外
伯
叔
父
に
摂
関
職
ま
た
は
太
政
大
臣
を
も

つ
と
い
う
共
通
性
も
皇
位
継
承
史
形
成
に
関
連
す
る
に
違
い
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
文
学
作
品
の
中
で
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
先
坊
が
『
増
鏡
』
に
お
い
て

集
約
さ
れ
て
い
る
。
作
り
物
語
の
中
の
夭
折
し
た
東
宮
と
歴
史
物
語
の
皇
位
継
承
史
に
組

み
込
ま
れ
た
先
坊
が
邦
良
親
王
の
悲
劇
に
合
流
す
る
。
和
歌
文
学
、
歌
物
語
、
作
り
物
語
、

歴
史
物
語
で
醸
成
さ
れ
た
先
坊
が
『
増
鏡
』
の
邦
良
親
王
像
に
結
実
し
た
と
も
言
え
る
。

　
注

（
1
） 　
原
田
芳
起
「『
先
帝
』
名
義
弁
証 

付
『
先
坊
』」（
同
著
『
平
安
時
代
文
学
語
彙
の

研
究 

続
編
』
昭
和
四
十
八
年
、
風
間
書
房
刊
）
等
参
照
。

（
２
） 　（
１
）
に
同
じ
。
原
田
芳
起
は
、
意
味
・
用
法
・
字
音
の
面
か
ら
「
先
坊
」
が
正

し
く
、
中
世
の
書
写
の
間
に
「
先
坊
」
と
「
前
坊
」
が
混
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
考
察
す
る
。
た
だ
し
、
早
期
の
用
例
を
現
存
写
本
で
確
認
す
る
と
、『
後
撰

集
』（
一
二
〇
三
・
一
四
〇
六
）
や
『
貞
信
公
記
』（
抄
本
、
延
長
二
年
二
月
八
日
条
・

同
三
月
十
五
日
条
）
に
は
両
例
が
併
存
し
て
い
る
。

（
３
） 　『
大
鏡
』
の
本
文
は
、
橘
健
二
・
加
藤
静
子
校
注
・
訳
『
大
鏡
』（
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
34
、
平
成
八
年
、
小
学
館
刊
）
よ
り
引
用
し
、（
　
）
内
に
説
明
を
補

う
。「
先
坊
（
前
坊
）」
に
は
傍
線
を
施
す
（
以
下
同
じ
）。

（
４
） 　
東
宮
位
を
辞
退
し
た
敦
明
親
王
は
『
花
鳥
余
情
』
で
「
前
坊
」
の
例
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
原
田
芳
起
前
掲
論
文
（
１
）
に
よ
り
誤
り
と
判
定
さ
れ
て
い

る
。
同
親
王
は
辞
退
後
に
「
小
一
条
院
」
と
尊
称
さ
れ
る
の
で
、
前
の
東
宮
と
し

て
認
識
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。

（
５
） 　『
本
朝
世
紀
』
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
十
二
月
十
九
日
条
に
は
、
保
明
親
王
が

「
先
々
坊
」
と
称
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
（『
本
朝
世
紀
』
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
九

福　田　景　道
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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
）
第
四
十
九
巻
　
一
一
四
頁
〜
一
二
六
頁
　
平
成
二
十
七
年
十
二
月

（
一
一
）

巻
、
吉
川
弘
文
館
刊
、
一
二
〇
頁
）
が
、
こ
れ
は
慶
頼
王
が
「
先
坊
」
で
あ
っ
た

こ
と
に
基
づ
く
。

　『
保
明
親
王
帯
刀
陣
歌
合
』（
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
）
の
冒
頭
に
、「
前
前
坊
の
た
ち

は
き
ば
ら
あ
き
の
も
の
ど
も
を
よ
み
て
あ
は
せ
け
る
」
と
記
さ
れ
る
。
歌
合
は
、

保
明
東
宮
時
代
の
延
喜
四
〜
二
十
三
年
（
九
〇
四
〜
九
二
三
）
に
行
わ
れ
、「
前
前

坊
」
の
部
分
は
慶
頼
王
没
年
の
延
長
三
年
（
九
二
五
）
以
降
に
記
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
底
本
で
は
「
い
つ
れ
の
み
や
の
に
か
あ
ら
む
う
た
あ
は
せ
し
た
ま
ひ
け
る
」

を
抹
消
し
、「
前
前
坊
」
云
々
と
改
め
て
い
る
（
杉
谷
寿
郎
・
新
編
国
歌
大
観
解

題
）。
目
録
に
「
前
々
坊
帯
刀
陣
哥
合
秋
景
物
」
と
あ
る
（
同
）。

（
６
） 　
高
橋
正
治
校
注
・
訳
「
大
和
物
語
」（『
竹
取
物
語 

伊
勢
物
語 

大
和
物
語 

平
中
物

語
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12
、
平
成
六
年
、
小
学
館
刊
。
二
五
八
頁
）。

（
７
） 　「
昔
物
語
」
三
八
四
〜
三
八
五
頁
。

（
８
） 　
拙
稿
「『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
忠
平
の
栄
華
」（『
日
本
文
芸
論
稿
』
第

十
二
・
十
三
合
併
号
、
昭
和
五
十
八
年
七
月
）、
同
「『
大
鏡
』
の
構
想
と
皇
位
継
承

過
程
―
「
正
統
」
の
碓
定
と
顕
在
化
―
」（『
島
大
国
文
』
第
十
七
号
、
昭
和
六
十
三

年
十
一
月
）
な
ど
参
照
。

（
９
） 　『
後
撰
集
』
で
も
次
の
よ
う
に
、『
大
和
物
語
』
と
同
じ
く
大
輔
が
保
明
先
坊
の

死
を
悼
む
（
片
桐
洋
一
校
注
『
後
撰
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
６
、
平
成

二
年
、
岩
波
書
店
刊
。
三
六
三
頁
、
四
二
八
頁
）。

　
　
　
　
　
　 

前
坊
（
保
明
）
お
は
し
ま
さ
ず
な
り
て
の
頃
、
五
節
の
師
の
も
と
に
つ
か

は
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
輔

　
　
　
　 

う
け
れ
ど
も
悲
き
物
を
ひ
た
ぶ
る
に
我
を
や
人
の
思
捨
つ
ら
ん 

（
巻
第
十
七 
雑

三 

一
二
〇
三
）

　
　
　
　
　
　
先
坊
（
保
明
）
う
せ
た
ま
ひ
て
の
春
、
大
輔
に
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玄
上
の
朝
臣
の
む
す
め

あ
ら
た
ま
の
年
越
え
来
ら
し
常
も
な
き
初
鶯
の
音
に
ぞ
な
か
る
ゝ 

（
巻
第
二
十 

慶
賀 

哀
傷 

一
四
〇
六
）

（
10
） 　
た
と
え
ば
、
本
橋
裕
美
「
六
条
御
息
所
を
支
え
る
『
虚
構
』
―
〈
中
将
御
息
所
〉

と
い
う
準
拠
の
方
法
―
」（『
日
本
文
学
』
第
六
十
一
巻
第
一
号
、
平
成
二
十
四
年
一

月
）
は
、『
大
鏡
』
時
平
伝
で
は
「
先
坊
」
妃
と
し
て
の
中
将
御
息
所
は
藤
原
忠
平

女
貴
子
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
同
じ
く
忠
平
女
で
斎
宮
女
御
の
母
で
あ
る
寛
子
、
先

坊
の
死
を
悲
し
ん
で
詠
歌
す
る
玄
上
女
と
が
統
合
さ
れ
て
い
る
と
説
き
、
こ
の
虚

構
の
存
在
と
言
え
る
中
将
御
息
所
が
古
注
を
介
し
て
六
条
御
息
所
の
準
拠
と
な
る

と
指
摘
す
る
。
こ
の
六
条
御
息
所
が
先
坊
御
息
所
と
し
て
作
り
物
語
だ
け
で
な
く
、

後
代
の
歴
史
物
語
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
と
歴
史
叙
述
、
作
り
物
語
と
歴
史
物
語
と
は
相
互
に
干
渉

し
つ
つ
先
坊
を
取
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
11
） 　『
今
鏡
』
の
本
文
は
、
竹
鼻
績
訳
注
『
今
鏡
』
上
・
中
・
下
（
講
談
社
学
術
文

庫
、
昭
和
五
十
九
年
刊
）
に
よ
り
、（
　
）
内
に
説
明
等
を
補
足
す
る
。
以
下
、
本

書
を
『
全
訳
注
』
と
略
記
す
る
。

（
12
） 　
板
垣
倫
行
校
註
『
今
鏡
』（
日
本
古
典
全
書
、
昭
和
二
十
五
年
、
朝
日
新
聞
社
刊
）

に
お
い
て
、「
御
子
た
ち 

第
八
『
腹
々
の
御
子
』」
の
「
一
の
宮
」
に
「
前
坊
敦
文

親
王
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
元
服
の
先
例
と
し
て
一
の
宮
の

着
衣
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
部
分
な
の
で
、
夭
折
し
て
元
服
し
て
い
な
い
敦
文
で
は

あ
り
得
な
い
。
増
淵
勝
一
「
今
鏡
人
名
考
説
」（『
平
安
朝
文
学
研
究
』
第
三
巻
第
三

号
、
昭
和
四
十
七
年
八
月
）
は
、
敦
文
を
否
定
し
て
実
質
上
の
第
一
皇
子
で
あ
る

堀
河
帝
を
該
当
さ
せ
た
。
海
野
泰
男
著
『
今
鏡
全
釈
』（
昭
和
五
十
八
年
、
福
武
書

院
刊
。
以
下
『
全
釈
』
と
略
す
）
で
は
、
堀
河
帝
の
元
服
が
親
王
の
時
で
は
な
い

こ
と
か
ら
、
事
例
と
し
て
相
応
し
い
崇
徳
院
の
「
一
の
宮
」
重
仁
親
王
の
こ
と
と

解
釈
さ
れ
る
（
下
・
三
四
二
頁
）。『
全
訳
注
』
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
が
示
さ
れ
、

河
北
騰
著
『
今
鏡
全
注
釈
』（
平
成
二
十
五
年
、
笠
間
書
院
刊
。
以
下
『
全
注
釈
』

と
略
す
）
に
も
「
こ
こ
は
、
白
河
院
の
一
宮
敦
文
で
な
く
、
崇
徳
院
の
一
宮
重
仁

親
王
で
あ
ろ
う
」
と
踏
襲
さ
れ
る
（
五
九
〇
頁
）。
以
上
の
よ
う
に
「
一
の
宮
」
を

敦
文
の
呼
称
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
13
） 　
海
野
泰
男
著
『
全
釈
』
上
・
二
〇
七
頁
。

（
14
） 　
関
根
正
直
著
『
今
鏡
新
註
』（
昭
和
二
年
、
六
合
館
刊
）、
黒
板
勝
美
編
『
今
鏡 

増
鏡
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
二
十
一
巻
下
、
昭
和
十
五
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
）

等
に
は
、「
前
坊
」
に
「
敦
文
親
王
」「
敦
文
」
と
傍
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。『
全

訳
注
』
に
は
「
第
一
皇
子
敦
文
親
王
を
さ
す
が
、
敦
文
親
王
は
立
坊
す
る
こ
と
な

く
四
歳
で
夭
折
し
た
」
と
記
さ
れ
（
（上）
三
二
五
頁
）、『
全
注
釈
』
に
は
「
第
一
皇

歴史物語における不即位東宮―「先坊（前坊）」再考―



子
敦
文
親
王
。
夭
折
し
て
皇
太
子
に
は
な
っ
て
い
な
い
」
と
注
さ
れ
る
に
過
ぎ
な

い
（
五
九
〇
頁
）。
な
お
、
⑥
に
つ
い
て
も
『
全
釈
』『
全
訳
注
』『
全
注
釈
』
と
も
に

⑤
と
同
一
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） 　『
栄
花
物
語
』
本
文
は
、
山
中
裕
他
校
注
・
訳
『
栄
花
物
語
』
①
②
③
（
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
31
〜
33
、
平
成
七
・
九
・
十
年
、
小
学
館
刊
）
よ
り
引
用
し
、（
　
）

内
に
説
明
を
補
う
。

（
16
） 　
拙
稿
「『
今
鏡
』
に
描
か
れ
る
藤
原
道
長
の
栄
華
―
残
映
と
し
て
の
『
大
鏡
』

―
」（『
島
大
国
文
』
第
十
八
号
、
平
成
元
年
十
一
月
）、「
歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列

（
上
）」（『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
十
七
巻
第
一
号
、
平
成
五
年
十
二
月
）

な
ど
参
照
。

（
17
） 　
鈴
木
徳
男
著
『
続
詞
花
和
歌
集
新
注 

上
』（
新
注
和
歌
文
学
叢
書
７
、
平
成

二
十
二
年
、
青
簡
舎
刊
）
三
一
四
頁
。

（
18
） 　『
続
詞
花
集
』『
今
鏡
』
と
も
に
、
続
い
て
常
陸
の
乳
母
の
返
歌
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。

（
19
） 　『
新
続
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
六
「
哀
傷
歌
」
一
五
六
〇
に
は
、
行
尊
の
贈
歌
が

省
略
さ
れ
て
常
陸
の
乳
母
の
答
歌
の
み
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詞
書
に
「
白

河
院
の
御
子
春
宮
か
く
れ
さ
せ
給
う
て
」
と
あ
る
。
実
仁
は
白
河
院
の
弟
で
皇
子

で
は
な
く
、
敦
文
は
皇
子
な
の
で
、
両
親
王
が
混
同
さ
れ
て
い
る
事
例
と
な
る
。

し
か
し
、
成
立
時
期
が
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
と
詠
時
か
ら
遠
く
離
れ
る
た

め
『
続
詞
花
集
』『
今
鏡
』
と
は
事
情
を
異
に
す
る
と
見
な
し
た
。

（
20
） 　『
増
鏡
』
の
本
文
は
、
時
枝
誠
記
・
木
藤
才
蔵
校
注
「
増
鏡
」（『
神
皇
正
統
記 

増

鏡
』
日
本
古
典
文
学
大
系
87
、
昭
和
四
十
年
、
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
り
、
適
宜

（
　
）
内
に
説
明
を
補
う
。

（
21
） 　『
大
鏡
』
の
大
后
は
作
品
世
界
を
統
御
す
る
第
一
の
国
母
と
い
う
意
味
に
な
る
と

思
わ
れ
る
が
、『
増
鏡
』
の
場
合
は
朱
雀
・
村
上
両
帝
の
母
后
（
皇
太
后
・
太
皇
太

后
）
の
意
味
し
か
も
た
な
い
。

（
22
） 　
生
前
の
邦
良
親
王
は
一
貫
し
て
「
春
宮
」
と
呼
ば
れ
（
六
例
）、
死
没
と
同
時
に

「
先
坊
（
前
坊
）」
に
統
一
さ
れ
る
。

（
23
） 　「
前
稿
」
参
照
。

（
24
） 　
拙
稿
「『
増
鏡
』
の
基
調
―
二
家
系
対
照
と
明
暗
循
環
の
構
図
―
」（『
文
芸
研
究
』

第
一
二
八
集
、
平
成
三
年
九
月
）、
同
「『
増
鏡
』
の
構
想
に
関
す
る
一
考
察
―
同

趣
事
象
の
反
復
と
明
暗
反
転
―
（『
菊
田
茂
男
教
授
退
官
記
念 

日
本
文
芸
の
潮
流
』

平
成
六
年
、
お
う
ふ
う
刊
）
な
ど
参
照
。

（
25
） 　
康
仁
親
王
は
廃
坊
で
あ
っ
て
、
東
宮
位
で
死
去
し
た
の
で
は
な
い
の
で
先
坊
に

は
該
当
し
な
い
。

（
26
） 　「
前
稿
」
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　『
増
鏡
』
に
お
い
て
も
、「
先
坊
」
は
「
夭
折
し
た
東
宮
」
と
同
義
で
あ
っ

た
。
光
厳
帝
が
践
祚
し
た
後
に
遺
児
康
仁
親
王
が
立
坊
す
る
際
に
も
邦
良
親

王
が
「
先
坊
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
（
第
十
五
「
む
ら
時
雨
」
四
五
五

頁
）、「
一
代
前
の
東
宮
」
の
意
で
「
先
坊
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
思

え
な
い
。
光
厳
朝
に
あ
っ
て
は
、
邦
良
は
二
代
前
の
東
宮
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、「
先
例
」
と
し
て
の
保
明
親
王
の
存
在
感
を
見
る
と
、「
先
坊
」
邦
良

は
「
夭
折
し
た
東
宮
」
と
し
て
の
み
『
増
鏡
』
世
界
に
存
立
が
許
さ
れ
る

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
27
） 　『
藤
葉
和
歌
集
』
の
本
文
と
成
立
時
期
は
、
デ
ジ
タ
ル
版
国
歌
大
観
に
よ
っ
た
。

以
下
に
取
り
上
げ
る
『
兼
好
法
師
集
』『
草
庵
和
歌
集
』『
新
拾
遺
和
歌
集
』『
新
後
拾

遺
和
歌
集
』
に
つ
い
て
も
同
じ
。

（
28
） 　
頓
阿
作
『
草
庵
和
歌
集
』
は
延
文
四
・
五
年
（
一
三
五
九
・
一
三
六
〇
）
頃
成

立
と
言
わ
れ
る
。
二
条
為
明
撰
の
『
新
拾
遺
和
歌
集
』
は
為
明
死
後
の
貞
治
三
年

（
一
三
六
四
）
十
二
月
に
頓
阿
が
完
成
し
た
。

（
29
） 　『
新
後
拾
遺
和
歌
集
』
は
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
成
立
で
、
二
条
良
基
の
序
が

含
ま
れ
る
。

（
30
） 　『
増
鏡
』
の
成
立
時
期
推
定
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
増
鏡
」（『
日
本
古
典
文
学
研

究
史
大
事
典
』
平
成
九
年
、
勉
誠
社
刊
）
な
ど
参
照
。

（
31
） 　
拙
稿
「『
増
鏡
』
と
両
統
問
題
」（『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
十
五
巻
、

平
成
三
年
十
二
月
）・「『
増
鏡
』
の
予
言
記
事
を
め
ぐ
っ
て
」（『
島
根
大
学
教
育
学

部
紀
要
』
第
二
十
六
巻
、
平
成
四
年
十
二
月
）
等
参
照
。

（
32
） 　
拙
稿
「『
池
の
藻
屑
』
研
究
序
説
―
歴
史
物
語
の
系
列
化
と
枠
物
語
構
想
―
」

（『
島
大
国
文
』
第
三
十
四
号
、
平
成
二
十
六
年
一
月
）、
同
「
歴
史
物
語
の
基
軸

と
し
て
の
「
世
継
三
作
」
―
「
先
坊
」
の
設
定
と
そ
の
継
承
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
王

115

（
一
二
）

福　田　景　道



朝
歴
史
物
語
史
の
構
想
と
展
望
』
平
成
二
十
七
年
、
新
典
社
刊
）
な
ど
参
照
。

（
33
） 　『
六
代
勝
事
記
』
本
文
は
、
弓
削
繁
校
注
『
六
代
勝
事
記
・
五
代
帝
王
物
語
』（
中

世
の
文
学
、
平
成
十
二
年
、
三
弥
井
書
店
刊
）
に
よ
り
、（
　
）
に
説
明
を
補
う
。

（
34
） 　
原
田
芳
起
前
掲
論
文
（
１
）、
藤
本
勝
義
「
源
氏
物
語
『
前
坊
』『
故
父
大
臣
の
御

霊
』
攷
」（『
日
本
文
学
』
第
三
十
二
巻
第
八
号
、
昭
和
五
十
八
年
八
月
。
同
著
『
源

氏
物
語
の
想
像
力
―
史
実
と
虚
構
―
』〈
平
成
六
年
、
笠
間
書
院
刊
〉
に
再
録
）、
同

「
源
氏
物
語
に
於
け
る
前
坊
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
学
・
語
学
』
第
八
十
八
号
、
昭
和

五
十
五
年
十
月
。
同
著
前
掲
書
に
再
録
）
な
ど
参
照
。

（
35
） 　
廃
坊
説
は
、
比
較
的
最
近
に
も
、
本
多
美
奈
子
「
前
坊
の
御
息
所
論
」（『
立
教
大

学
日
本
文
学
』
第
七
十
四
号
、
平
成
七
年
七
月
）、
望
月
郁
子
「『
前
坊
』
廃
太
子
」

（『
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
』
第
六
十
三
輯
、
平
成
十
一
年
十
月
）、
石
川
倫
子

「『
源
氏
物
語
』
の
前
坊
―
桐
壺
帝
の
弟
宮
―
」（
金
沢
工
業
大
学
日
本
学
研
究
所

『
日
本
学
研
究
』
第
十
三
号
、
平
成
二
十
二
年
一
月
）
な
ど
に
説
か
れ
る
。

（
36
） 　
前
掲
拙
稿
（
32
）
参
照
。

（
37
） 　『
浅
茅
が
露
』
の
本
文
は
、
鈴
木
一
雄
・
伊
藤
博
・
石
埜
敬
子
校
訂
・
訳
注
「
浅

茅
が
露
」（『
あ
き
ぎ
り 

浅
茅
が
露
』
中
世
王
朝
物
語
全
集
１
、
平
成
十
一
年
、
笠

間
書
院
刊
）
に
よ
り
、（
　
）
に
適
宜
説
明
を
補
う
。

（
38
） 　
大
槻
脩
著
『
あ
さ
ぢ
が
露
の
研
究
』（
昭
和
四
十
九
年
、
桜
楓
社
刊
）
五
四
頁
頭

注
、
同
著
『
あ
さ
ぢ
が
露
』（
昭
和
五
十
年
、
桜
楓
社
刊
）
五
四
頁
頭
注
。

（
39
） 　
小
木
喬
著
『
鎌
倉
時
代
物
語
の
研
究
』（
昭
和
三
十
六
年
、
東
宝
書
房
刊
。
昭
和

五
十
九
年
、
有
精
堂
復
刊
）
一
一
九
頁
。

（
40
） 　
小
木
喬
著
『
い
は
で
し
の
ぶ
物
語 

本
文
と
研
究
』（
昭
和
五
十
二
年
、
笠
間
書
院

刊
）
二
七
九
・
二
八
〇
頁
。

（
41
） 　
小
木
喬
著
前
掲
書
（
40
）
に
は
、「
白
河
院
の
前
に
春
宮
で
あ
っ
た
の
か
、
白
河

院
時
代
に
春
宮
で
あ
っ
た
の
か
も
不
明
。
い
ず
れ
に
し
て
も
春
宮
の
ま
ま
で
薨
ぜ

ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
推
定
さ
れ
る
。

（
42
） 　『
源
氏
物
語
』『
浅
茅
が
露
』『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
は
、
拙

著
『
歴
史
物
語
と
物
語
文
学
の
相
関
に
関
す
る
研
究
』（
平
成
６
〜
８
年
度
科
学
研

究
費
補
助
金-

基
盤
研
究
Ｃ-

研
究
成
果
報
告
書
、
平
成
九
年
三
月
刊
）
の
「
物
語

文
学
史
の
中
の
『
先
坊
』」
八
二
・
八
三
頁
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
。

（
43
） 　『
風
葉
和
歌
集
』
は
、
樋
口
芳
麻
呂
校
注
『
王
朝
物
語
秀
歌
選
（
下
）』（
岩
波
文

庫
、
平
成
元
年
刊
）
よ
り
引
用
す
る
。
以
下
同
じ
。

（
44
） 　『
嘆
き
絶
え
せ
ぬ
』
の
先
坊
の
死
は
、「
嘆
き
絶
え
せ
ぬ
」
主
想
の
一
翼
を
担
う

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
作
品
全
体
の
中
心
に
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
。

（
45
） 　『
源
氏
物
語
』
の
先
坊
は
以
下
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
（
阿
部
秋
生
他
校
注
・
訳

『
源
氏
物
語
②
③
④
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
21
〜
23
、
平
成
七
・
八 

年
、
小

学
館
刊
〉
に
よ
る
）。

　
ま
こ
と
や
、
か
の
六
条
御
息
所
の
御
腹
の
前
坊
の
姫
君
、
斎
宮
に
ゐ
た

ま
ひ
に
し
か
ば
、
大
将
の
御
心
ば
へ
も
い
と
頼
も
し
げ
な
き
を
、
幼
き
御

あ
り
さ
ま
の
う
し
ろ
め
た
さ
に
こ
と
つ
け
て
下
り
や
し
な
ま
し
、
と
か
ね

て
よ
り
思
し
け
り
。（「
葵
」、
②
一
八
頁
）

　
院
（
桐
壺
院
）
に
も
い
か
に
思
さ
む
、
故
前
坊
の
同
じ
き
御
は
ら
か
ら
と

い
ふ
中
に
も
、
い
み
じ
う
思
ひ
か
は
し
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
…
（
同
、

②
五
三
頁
）

　
十
六
に
て
故
宮
に
参
り
た
ま
ひ
て
、
二
十
に
て
後
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま

ふ
。
三
十
に
て
ぞ
、
今
日
ま
た
九
重
を
見
た
ま
ひ
け
る
。（「
賢
木
」、
②

九
三
頁
）

　
八
月
は
故
前
坊
の
御
忌
月
な
れ
ば
、（「
野
わ
き
」、
③
二
六
三
頁
）

　
装
束
限
り
な
く
き
よ
ら
を
尽
く
し
て
、
名
高
き
帯
、
御
佩
刀
な
ど
、
故
前

坊
の
御
方
ざ
ま
に
て
伝
は
り
ま
ゐ
り
た
る
も
、
ま
た
あ
は
れ
に
な
む
。（「
若

菜
上
」、
④
九
八
頁
）
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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
）
第
四
十
九
巻
　
一
一
四
頁
〜
一
二
六
頁
　
平
成
二
十
七
年
十
二
月

（
一
三
）

歴史物語における不即位東宮―「先坊（前坊）」再考―


